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午前９時００分開議

○議長（安部 重助君） 皆さん、おはようございます。

ただいまの出席議員数は１２名であります。定足数に達しておりますので、第６５回

神河町議会定例会第４日目の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付のとおりであります。

早速、日程に入ります。

⋞ ⋞

日程第１ 第１１７号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１、第１１７号議案、神河町地域優良賃貸住宅中村団地

建築工事請負契約の件を議題といたします。

事務局、議案の朗読をしてください。

〔事務局長朗読〕



第１１７号議案 神河町地域優良賃貸住宅中村団地建築工事請負契約の件



○議長（安部 重助君） 上程議案に対する提出者の説明を求めます。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 第１１７号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、神河町地域優良賃貸住宅中村団地建築工事請負契約の件についてでござい

ます。本件は、木造２階建ての若者向け賃貸住宅３棟を中村区の旧神崎町役場跡地に建

築するもので、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第２条

の規定により、議会の議決を求めるものでございます。

詳細について地域振興課長から説明いたしますので、よろしく御審議をお願いいたし

ます。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。
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地域振興課長。

○地域振興課長（石堂 浩一君） 地域振興課、石堂でございます。それでは、詳細につ

きまして御説明を申し上げます。

最初に、工事請負契約に関する附属説明書でございます。まず、１の入札の状況でご

ざいますが、入札の日時、場所及び工事名でございまして、平成２７年９月１５日火曜

日午前８時４８分から役場３階第３会議室におきまして、神河町地域優良賃貸住宅中村

団地建築工事の指名競争入札を行いました。

次に、応札業者及び入札書記載金額でございますが、応札業者は株式会社宮本組、但

南建設株式会社の２社でございます。開札の結果、但南建設株式会社の落札でございま

す。予定価格は２億４０４万０００円でございました。落札価格は２億６５０万円

で、契約金額は消費税を加算いたしまして２億３０２万円でございます。

本契約の御承認をいただいた今日付で契約するつもりでございます。

次に、契約相手方の経歴でございますが、工事出来高と資本金につきましては、記載

のとおりでございます。工期予定は、着手につきましては議会で議決をいただいた日か

ら、完成は平成２８年３月１０日という予定でございます。

次のページには、但南建設株式会社の工事経歴書をつけておりますので、ごらんくだ

さい。

次の１ページには、工事概要書をつけております。工事名は神河町地域優良賃貸住宅

中村団地建築工事。場所は神河町中村地内の旧神崎町役場跡地でございます。内容は、

若者世帯向け賃貸住宅として３棟建築。敷地面積は８４ ２５平米、建築構造は木造

２階建ての４部屋となっておりまして、バルコニーを含み１戸当たり６ ４７７平米で

ございます。建築面積は、１棟１４ ８７５平米で、１階、２階とも１４ ０７６平米、

延べ床面積は２９ １５２平米でございます。

外部仕上げですが、屋根は日本瓦のいぶし瓦ぶきとしており、外壁についても瓦ぶき

にあわせた色彩の窯業系サイディング張りとしております。内部仕上げは、洋室２部屋

とリビング、ダイニング、キッチンは複合フローリング張りで、床と天井には石こうボ

ードの上にビニールクロス張り、洗面所と便所の床には塩ビシート張りとしております。

設備としまして、新野駅前団地と同様に若者世帯向けということでオール電化対応でご

ざいまして、ＩＨこんろを２口、電気給湯器を標準装備としております。その他、ユニ

ットバスと幅６０センチの化粧洗面台の装備となっております。

先ほども申し上げましたとおり、完成は来年の３月１０日を予定しておりまして、今

後の予定としましては、本日の議会で本件を承認いただけましたら、来年１月から２月

の間で入居者を募集し、来年の４月から入居開始で進めてまいりたいと思います。

次に、図面関係でございますが、２ページをごらんください。これは配置図でござい

ます。上の道路が町道中村１号線で、右上がシルバー人材センター神河事務所となって

おります。開発面積は、先ほど申し上げましたとおり、８４ ２５平米で、木造２階
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建て４部屋の住宅を今年度は３棟の建設としております。引き続き来年度には、同じく

木造２階建て４部屋の住宅を２棟と若者世帯の憩いの場として公園整備を計画しており

ます。

なお、本年度は、この敷地内に駐車場を２６区画整備しまして、来年度には１４区画

の整備を計画しております。

団地からの出入り口は３カ所を計画しておりまして、図面上の町道から２カ所と図面

右上のシルバー人材センター神河事務所と開発地の間を通っております里道側からの１

カ所を出入り口としまして、図面右上のシルバー人材センター神河事務所側の里道は４

メーターに拡幅する計画としております。図面右の敷地の角の部分から図面の下にかけ

て、さらに図面下から図面左の駐輪場となっております角に向けては、旧神崎町役場の

建設当時から整備されておりました擁壁とフェンスがございまして、擁壁につきまして

は部分的に補修いたしますが、基本的には擁壁とフェンスはそのまま利用する計画とし

ております。各棟とも、図面右下からの南東側からは階段で、図面左上の北西側からは

スロープと階段で出入りできまして、２階へは建物中央の通路の階段から出入りします。

上下水道は町道を通っておりますので、そこからつなぎます。ケーブルテレビにつき

ましては、道路の電柱から引き込みます。敷地内に降った雨水は、図面の上側、町道側

溝と図面右側の里道とある農道に沿って流れております用排水路へ排水する計画として

おりまして、これに関しての水路改修関連工事は、本議会におきまして補正予算で御提

案させていただいております。

次に、３ページをごらんください。１階と２階の建物求積図をつけております。住戸

面積は、バルコニーを含まない建築基準法による面積で５ ５９９平米となりまして、

バルコニーを含めますと、ここには書いておりませんが、６ ４７７平米となります。

○議長（安部 重助君） 地域振興課長、この図面は見えますか。ちょっと皆さん、見え

ますか。（「薄いな」と呼ぶ者あり）ちょっとこれ説明では通りませんな。続けてくだ

さい。後でまた正式なやつを。

○地域振興課長（石堂 浩一君） １階、２階合わせました延べ面積は建築基準法上の面

積で２７ ６４平米、これにバルコニーを含めますと、ここには書かれていませんが、

２９ １５２平米となっており、１棟の建築面積は１４ ８７５平米でございます。

次の４ページには立面図、５ページは屋根伏せ図でございまして、外壁は窯業系サイ

ディング、屋根材は日本瓦ぶきとしております。

次の６ページには、１階、２階の平面図をつけております。６畳の洋室が２部屋、１

５畳のリビング、ダイニング、キッチン１部屋でございます。内装につきましては、

概要書で説明しましたが、エアコンと電灯につきましては、入居者の方に購入、設置し

ていただく計画としております。

次の７ページ、８ページは、６ページの平面図を縦に割った詳細断面図でありまして、

１階の天井と２階の床との間の空間を洋間で６５センチ、リビング、ダイニング、キッ
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チンで５０センチ、洋室で６ ３センチ、洗面所、トイレで６５センチあけておりまし

て、さらに断熱⋞遮音対策として２階天井には１ ５センチのグラスウール、１階天井

には５センチのグラスウールを施しております。

工事の概要は以上のとおりでございまして、建築工事が工期内に完了するように工事

の管理をすることは当然のことながら、建築後の入居者確保が大きな課題と認識してお

ります。そこで、１２月以降にチラシ等を作成し、町の広報等も使いながら、完成前か

ら入居者の募集に取り組む計画にしております。家賃につきましては、新婚または子育

て世代という条件を満たした方の場合、月額４万円といたします。比較的安い料金で子

育て世代を支援する計画であります。

国道や病院、商店にも近いという立地条件を生かして、町内では需要を掘り起こし、

町外への人口流出を防ぐこと、また町外から転入してもらうことが最大の課題と捉えて

おります。

なお、入居者の方につきましては、中村区のつき合いをしていただく予定でありまし

て、地元説明会も実施して同意を得ております。これをきっかけとしまして、もっと若

者世帯賃貸住宅の建設に取り組みたいとも考えております。

以上で、私のほうからの説明を終わらせていただきます。御審議のほど、よろしくお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 提案説明が終わりました。

本議案に対する質疑に入ります。質疑のある方どうぞ。

藤原資広議員。

○議員（５番 藤原 資広君） ５番、藤原でございます。そしたら、３点ばかりお尋ね

をいたします。

まず１点目は、前の一般競争入札が不調で指名競争入札に変えられたということだと

思うんですけども、これは国交省の５０％補助で建物を建てられるわけですけども、一

般競争入札では２社の応札はわかるんですけども、指名競争入札をした場合、２社でよ

いのかということが１点です。

２点目は、前回、新野住宅のときに耐用年数のことをお伺いいたしました。それで、

賃貸住宅ができますと３０年以上で賃貸を続けるのにはちょっと問題もあるということ

で、一般的には３０年以上はないと思うんですけども、前回の増額変更されたときの説

明で、３０年を超えるような話をされていたと思うんですけども。この設計は３０年と

して全てしてあるのかということと、当然新野住宅を頭に置きますと、基本的に入札変

更する必要性ないんで、生かされてしてるのかという確認。

最後のもう１点なんですけど、２ページ目の図面なんです。それで、１棟、２棟、３

棟あるんですけども、１棟、３棟の棟の高さが ８３メーターですか。それで、２棟が

５センチ高いんですけど、この理由は何かあるんでしょうか。その３点だけをお伺いい

たします。

－２２７－



○議長（安部 重助君） 地域振興課長。

○地域振興課長（石堂 浩一君） 地域振興課、石堂でございます。１番目の指名の関係、

ちょっと申しわけないです。総務課長のほうからお願いしたいと思いますので。

２番目の耐用年数３０年として設計しているのか、新野団地のことは生かされている

のかということでございます。木造住宅でございまして、基本的に鉄筋コンクリートづ

くりであったら半永久的、５０年という目安になるんですけど、木造でございますので、

修繕すれば３０年以上ももつということで本来はありますけども、一応税法上というん

ですか、それでいったら耐用年数は３０年という一つの区切りがございます。３０年た

った後には、それなりの考えを示していかなければならないかと思います。

それで、基本的にこの建物につきましても新野の団地を基本ベースとして設計してお

りますので、大きくは変わっておりません。基本的には、若干面積的に １平米ぐらい

ちょっと中村団地のほうが大きいような感じで、設計のほうはほとんど中身は変わって

おりません。

それと、３つ目の、ちょっと申しわけないです。３つ目がちょっとわかりにくかった

んですけど、もう一回お願いできますか。済みません。

○議長（安部 重助君） 資広議員。

○議員（５番 藤原 資広君） 提案者のほうがそれをちょっと理解してもらわないと困

るんですけど、２点目に図面があります。１棟、２棟、３棟の中で四角で囲んであるん

ですけど、最高高という数値が全て１棟、２棟、３棟に書いてありますね。１棟と３棟

は８３０って書いてあるんですよね。２ページ目の図面ですよ。それで、２号棟につ

きましては８８０と書いてあるんですよね。これ多分８０だと思うんです。私、３０

には見えてないんですけど。

○議長（安部 重助君） 地域振興課長。

○地域振興課長（石堂 浩一君） 済みません、図面がほんまに見にくくて申しわけない

です。これ３がちょっと潰れてまして８になっとるんですけど、同じように３０でござ

います。以上です。

○議長（安部 重助君） それでは、１点目の質問に対して、総務課長。

○総務課長（前田 義人君） 総務課、前田です。指名のときに２社で大丈夫であるかと

いう話です。基本的に当町が持っております建築工事入札参加者選定要綱で、額によっ

て何社というふうに定めがあります。定めがあるわけですけれども、おおむねという表

現でありまして、必ずそうでなければならないという表現ではないということと、それ

からその直前に行いました一般公募の段階で、建築工事の規模からこのランクであると

いうランクをしましたときに、当町、町内で指名をするランクに該当する会社が１社し

かないというふうな当町の状況も踏まえまして、指名に関しましては前回公募したとき

に手を挙げて、やろうというふうに動いてくださった２社というふうにさせていただき

ました。必ずしもそのことによって、会社数が足りないことによって不備であるという
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ふうなことにはならないと思っております。以上です。

○議長（安部 重助君） 藤原資広議員。

○議員（５番 藤原 資広君） ５番、藤原です。１点目は今、総務課長がお答えしてい

ただいた件なんですけど、これは国庫補助の５０％ということで、国費も１億円出てる

となりますと、会計検査が来ますと、当然ここを言うてくると思います。やはり適正な

執行でなってるのかということを言われますので、そのことについての整理は十二分に

していただかないと困ると思います。

それと、２点目に質問しました件なんですけど、前回気になったのは、増額補正のと

きに４０年も使用できることを前提に置いて設計変更しましたというお話やったんです

ね。この住宅は木造やから３０年ですよね。国交省の補助にしてますから、一定の基準

があってされてるわけなんですけど。気になったのは、例えばお金の調整のために無理

に４０年のような感じに受け取ったんですよね。本来それはおかしい話なんで、もとも

と国が言うてる３０年の耐用年数だったら、３０年に合った資材を使って耐用年数はあ

るべきなんですよね。安易な変更をしないようにお願いしたい、そういうことを言いた

かったんです。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 地域振興課長。

○地域振興課長（石堂 浩一君） ４０年とかいうことじゃなしに、今のところ耐用年数

３０年ということで、その状況の中で耐用年数が過ぎているようなものであれば、その

都度変えていきながら、それかまたは新しくするとか、３０年後にはまたいろいろと考

えていくべきではないかと思います。以上です。

○議長（安部 重助君） 総務課長。

○総務課長（前田 義人君） 総務課、前田です。１点目の国交省の補助というところで

十分な理論といいますか、考えを持ってやるようにということで、別件の話になります

けれども、別件で当町の要綱、県のほうに入札に関しての確認をしたときに、それぞれ

の市町に要綱なり規則等で定めがあれば、それに従ってもらえればいいということで、

先ほどお話ししたように、当町の要綱におきますと「おおむね」という表現で言ってま

すので、それを参考にしながらやったということで十分説明ができると思ってます。以

上です。

○議長（安部 重助君） 藤原資広議員。

○議員（５番 藤原 資広君） ５番、藤原です。そしたら、よろしいです。あとは受検

される側の対応なんで、そこはよろしくお願いいたします。

今、２点目で言いたかったのは、きれいに使っていただいて、それが３０年、４０年

使えるわと、そんなん言ってないんですよ。設計の段階でやっぱり３０年やったら３０

年に合うたものでされてると思うんですけど、当然執行側としては、それも確認した上

で入札されてると思うんですけど、増額されたときに、そういうふうな安易な考え方で

変更はあり得ないでしょうねということの要望やったんです。以上です。
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○議長（安部 重助君） 地域振興課長。

○地域振興課長（石堂 浩一君） 了解しました。ありがとうございます。

○議長（安部 重助君） ほかに質疑ございませんか。

廣納議員。

○議員（６番 廣納 良幸君） ６番、廣納です。１つは単純な問題なんですけれども、

いわゆる２つお聞きをしたいんですけど。この但南建設は、神河町において建設の前歴

があるのか、土木じゃなしに建築のほうの経験があるのかどうか。

それと、一般的には入札が不調になると、業者さんがたくさんおられたら別だと思う

んですけれど、総入れかえみたいな感じで新たにやるというような暗黙のルールなんか、

それがルール化されてるかどうかわかりません。このたびは工期もない、それとやはり

地元には１社しかない。前回応募していただいたトータルが２社しかなかったと。仮に

これが今回再度不調になったら、３回目はこういう形でも問題ないかどうかという意味

です。

○議長（安部 重助君） まず１点目、総務課長から。

○総務課長（前田 義人君） 総務課、前田です。１点目の町内における建築に関する実

績、これにつきましては、資料のほうにつけさせていただいてるとおりでして、町内に

おいてはないということであります。

２点目の、通常の場合、不調に終わった場合、設計変更するか、もしくは総入れかえ

をするかという、どちらかになるわけですけれども、今回は状況からしまして一般公募

ということで、ある基準の企業はどなたでも参加ができるという条件を出したにもかか

わらず、２社しかなかったという環境から、総入れかえよりも設計変更のほうが妥当で

あるということでさせていただきました。最悪２回目も不調であるという場合、不調の

原因にもよると思いますが、不調の原因が額が合わないということであれば、再度設計

の単価に関する見直しを本当にやらないと、出してる状況がそれでいいのかということ

になると思いますので、根本的なところを検討した上で、どちらの方法をとるかという

検討に入ると思います。原因が設計の単価に問題があれば設計を変える必要があります

し、そうでなければ手法を変えると。どちらに行くかというのは検証の結果ということ

になると思います、３回目につきましては。

２社にするかということに関しては、条件によると思います。設計が本当にだめであ

れば、設計を入れかえて同じ会社でやりますし、設計に問題がないと、２社の応札が十

分な町が要求してるレベルに来てないということであれば、会社をかえると、指名会社

をかえるというふうな方法をとらざるを得ないというふうに思います。今回に関しまし

ては設計変更ということでしたので、そんな形になりました。そうですね、そこまでで

すね。３回目はどうするかということに関しては、検証結果を受けてということになり

ます。以上です。

○議長（安部 重助君） 廣納議員。

－２３０－



○議員（６番 廣納 良幸君） 廣納です。要するに普通のルールは入れかえると。それ

で、入れかえるまでもないと、協力していただいてる業者さんが２社しかないし、その

意欲もあるんやけども、そういう意味で設計変更で対応して、前回の２社をあれしたと、

同様の２社をしたと。３回目は、もしそれを極端な場合、設計が悪いか業者さんが悪い

んか見積もりが悪いんかということを精査して、最悪業者さんが悪かったら入れかえる

という手法でええと。この場合、極端に言や工期がないんでね。その場合も同じような

ことをされますか。要するにそれが一般的なルールということで今後も頭にとめておき

ますけれども、工期の面で詰まってると、もうだめなら工期を延ばさなしゃあないとい

うような対応をされるわけですか。お願いします。

○議長（安部 重助君） 総務課長。

○総務課長（前田 義人君） 総務課、前田です。最悪の場合は工期ということになりま

すが、今回、補助事業ですので、やっぱり期限が決まってますので、それまでに仕上げ

なければいけないということですので、何とか仕上げる方法を考えると。今御質問の中

で言いますと、不調の、不落の要因といいますか、原因を精査した上で３回目をやるん

ですが、要因が予定価格よりも上回っている場合につきましては、応札してきた最安値

の業者と交渉によって予定価格までにおさめるというふうな協議ができますので、不調

の場合でも、予定価格を上回ってる場合は協議をさせていただいて、何とか御協力をい

ただきたいと、理解をいただきたいということで交渉を始めたいということになります。

最低制限価格を下回ってる場合は、これは失格ということになりますので、これは入札

をやり直すということになります。どちらのほうにぶれるかによって対応が少し変わり

ますが、究極は何とか工期に間に合うようにということで業者の方にもお願いをしなが

ら、最短でできる入札方法をとっていくという選択にならなければならないというふう

に思ってます。以上です。

○議長（安部 重助君） ほかございますか。

三谷議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） ９番、三谷です。２点ほどお尋ねしたいと思います。

まず１点目は、藤原資広議員さんと同じ内容になるんですが、今回、入札の方法で落

札まで行かなかったので、２社の指名競争によったということなんですが、その中で、

２社でも構わないかという分については、神河町の入札の指名の基準要綱ですか、の分

の中でおおむねという表現によってクリアされてるんですという話でしたが、そのおお

むねというのは、何をもっておおむねなのかという分ですね。私が先ほどの総務課長の

説明で理解したのは、例えば２億円の工事でしたら、多分１０社ぐらいの指名という基

準があるんですね。それが１０社のところが２社で、それがおおむねですよという理解

ができるのかどうかという、そういう部分ですね。ですので、法的と言うたらおかしい

んですけど、そういう部分の中で今回の入札の方法が抵触をしてないんですよという部

分の説明を再度お願いしたいのと、それからもう１点は、多分これで契約をされるかと
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思うんですが、瑕疵担保期間を一律で持っておられるか、それぞれ何年にされてるか、

その点だけを教えていただきたいんです。以上です。

○議長（安部 重助君） 総務課長。

○総務課長（前田 義人君） 総務課、前田です。先ほどのおおむねという表現で、必ず

しもその数でなくてもいいというふうに判断してよいのかということだと思います。確

かに数で言いますと、金額で言いますと１０社ということになります。１０社というこ

とですが、一方で一般競争入札をしますと、極端に言いますと、１社の応札しかなくて

も成立です。指名を１０社しても１社しか応札がなくても成立ということになります。

結局は広く門戸を広げた上で応札する会社が何社であるかというところが一番問題であ

るというところだと思います。そこに正常な競争が働いてるかどうかというところを見

るということだと思います。

今回のケースで言いますと、１回目から指名競争入札したときに、おおむねなので２

社でよいという判断は審査会としてもしないということであります。２回目、一般競争

入札、その基準に合う、広く門戸を広げた入札において２社しか手を挙げてこなかった

という事実を受けて、今指名をしても、例えば指名をしても辞退ということが起きます

ので、結果として同じことになってしまいますので、そういう意味で、今回のケースは

２社ということでいこうという判断をさせていただきました。前後の流れから言います

と、決して安易に要綱を拡大解釈してるということではないということが言い切れると

思っております。

瑕疵担保につきましては、石堂課長のほうからお願いをします。

○議長（安部 重助君） 地域振興課長。

○地域振興課長（石堂 浩一君） 建築の場合、契約からいきますと２年、通常２年でご

ざいます。それで、重要な瑕疵というんですか、それがあった場合は５年ということに

なります。以上です。

○議長（安部 重助君） ほかにございますか。

小林議員。

○議員（10番 小林 和男君） １０番、小林です。入居者募集要項の中に、入居される

と中村区の区民としてのつき合いを予定してるとお聞きしたんですけども、その場合、

公民館の使用料とか隣保館の使用料とか、入会権といいますかね、そういうものに金額

が発生するのでしょうか。

○議長（安部 重助君） 地域振興課長。

○地域振興課長（石堂 浩一君） 申しわけございません。集落内の話なので詳しくは聞

いておりませんので、その点はちょっとここの場では御説明できません。済みませんけ

ど、よろしくお願いします。

○議長（安部 重助君） １１７号議案は、これは契約案件でございますので、ひとつそ

の点御理解願いたいと思います。
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ほかにございますか。

廣納議員はまだ２回ですけど。

廣納議員。

○議員（６番 廣納 良幸君） ６番、廣納です。根本的ないつもお話で申しわけないん

やけど、町内でやる冠が神河町とついてる住宅なんで、小学校等、越知とか、ああいう

もんについては、いろんな大工さんにお願いして協力していただいたというあれがある

んでね。よし悪しは別として、要するに入札資格がないんですけど、私が前々から言う

てるように、そういう意味での何社かのＪＶを組んで、建築で入られとるＢ業者、Ｃ業

者を集めて、結果的に皆さんで仕事をしていただくと。大きなもんやったらもっといい

んですけど、小学校とか中学校とかやったらもっといいんですけど、これぐらいの住宅

やったら１社、２社でできてしまうと思うんですけど、根本的に、失礼な話やけど、要

するに税金をよそへ持っていくんじゃなしに、神河町に住まいする業者さんに請け負っ

ていただいて、その分をまた申告していただいてというような、すばらしい循環で、な

おかつ近くですから、ここまで本当はええんやろうけど、もうちょっと一手間加えとこ

うとか、ちょっときれいに仕上げようとか、仕上げんでもええところですよ。そういう

意識が働いていただけると思うんで、今後、それも一度考えて視野に入れていただきた

い。それがもしできなければ、法律的に何か難しいんか、そうであれば町条例でもつく

って、このもんに関してはＪＶでも構へんとかいう方法があるかどうか、それをお願い

します。

○議長（安部 重助君） 総務課長。

○総務課長（前田 義人君） 総務課、前田です。御質問のとおりです。同じ思いで見て

おります。何とか町内で仕事が、落札していただきたいという思いでやってます。ＪＶ

に関しましては、ＪＶに関する規定というのも一定町のほうでも準備をしておりまして、

ＪＶ可能ですということで業界にも働きかけをさせていただいたことがあります。ここ

が少し不勉強で簡単には説明がちょっとしっかりできないんですけれども、ＪＶ、例え

ば今回で言いますと建築のＡランクということになりますが、ＢランクとＢランクをく

っつけてＡランクになるのかというと、これがＡランクにならないんですね。Ａランク

とＢランクがくっついてＡの仕事をするというふうなこととか、下請ではなくてＪＶな

ので対等であるとかということになるわけでして、建築に関しましては、かなりＪＶ組

むのも難しい状況というふうなところです。一番ＪＶ組んでいただいて力を発揮してい

ただけるのかなというのは、例えば土木しか資格を持っていない業者が建築と組むこと

によって建築にも参加ができるという、こういうＪＶはかなり優位に働くのかなという

ふうなことで、ここを忘れないように、ＪＶについてもいつも心がけて見ておきたいと

思います。ありがとうございます。

○議長（安部 重助君） ほかにございませんか。ほか特にございませんか。

〔質疑なし〕

－２３３－



○議長（安部 重助君） ないようでございますので、質疑を終結いたします。

これより討論に入ります。反対討論ございませんか。

〔反対討論なし〕

○議長（安部 重助君） 賛成討論ございませんか。

〔賛成討論なし〕

○議長（安部 重助君） 討論ないようでございますので、討論を終結します。

第１１７号議案を採決いたします。本案については、原案のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。

〔賛成者起立〕

○議長（安部 重助君） 起立多数、全員であります。よって、第１１７号議案は、原案

のとおり可決しました。

⋞ ⋞

日程第２ 一般質問

○議長（安部 重助君） 日程第２、一般質問であります。

町の一般事務について質問の通告を受けておりますので、ここで順次許可いたします。

なお、議会運営基準第９１条及び９１条の２の規定により、質問は１要旨１問ごとに

行い、質問方式は一問一答方式で行うこととし、議員１人につき質問、答弁合わせて６

０分以内となっております。６０分を過ぎると、質問中、答弁中にかかわらず、議場内

ブザーによりお知らせし、議長より発言をとめますので、御了承願います。

会議における議員の質問は、町政上の論点及び争点を明確にするために、一問一答方

式でこれを行うと議会基本条例第１２条第１項において定めています。同条第２項では、

質問の要旨、論点、争点を明確にするためのものに限り、町長等は、議長の許可を得て

議員の質問に対して反問することができると議員に反問できることを認めています。

また、同条第３項では、議員及び町長等は、限られた時間内で効率的に論議を深める

ための心構えとして、発言に当たって要旨を簡潔に述べるよう努め、いたずらに時間を

費やすことは慎まなければならないと定めています。いずれも会議の活性化を図るため

のものでございますので、念のためここで申し添えておきます。よろしくお願いいたし

ます。

それでは、一般質問に入ります。

通告順に従いまして、６番、廣納良幸議員を指名いたします。

廣納良幸議員。

○議員（６番 廣納 良幸君） ６番、廣納です。通告に従い、順次質問をさせていただ

きます。よろしくお願いをいたします。

まず最初に、台風１７号、１８号、秋雨前線等々で今回、三重県とか、そこらもあっ

たんですが、関東、東日本ですか、多大な被害が出て、亡くなられた方もおられるとい

うことで、心よりお悔やみを申し上げ、またお見舞いを申し上げる次第でございます。
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今回は我が町の神河町にはそう大きな災害というか、そういうものはなかったんで、

正直な話、手前みそですけれども、一応は安心しておりますが、６年、７年前に新田が

やられ、南小田がやられというような大きな災害も経験しております。ですから、今回

もお話を聞くと、鬼怒川ですか、今までこんなことは初めてだと言う方がたくさんおら

れるわけであって、いつ起こるかわらない状態になっておりますので、町長初め職員の

皆様方は常に頭に置いていただいて、すぐ対処できて、避難等の指示、勧告等がおくれ

ないように、また行政がたたかれますので、今も実際に１５人の安否とか、そういうも

のでたたかれてますので、そういうことが一切ないように、どちらにしても行政もしく

は我々に責任が及びます。ですから、それを肝に銘じて頑張っていただきたいと思いま

す。

その意味も込めましてですが、今回は防災ではなく、防災もあるんですけど、防犯に

ついて初めにお伺いをいたします。

防犯対策についてということで１番目に、今も寝屋川やったかな、中学生２人、男の

子と女の子が殺されて、何もわかってないけれども、防犯カメラ等でつなぐと、まず間

違いないであろうというようなあれがあるんですけども、今、我が神河町においても、

いろんな面で防犯が強化されなければならないような事犯も起こってきております。

最初に読み上げさせていただきますが、神河町並びに神崎郡内において空き巣等の犯

罪事件、事犯が起きていると聞くが、状況はどうか。

安全⋞安心対策として、町内各区に最低二、三カ所、町費で防犯⋞監視カメラの設置

を考えなければいけない時代、状況になってしまったと考えますが、どうですか。

３番目に、事犯等の発生時間帯が昼夜の関係性が少ないように聞くが、もし犯人と遭

遇して死亡、傷害事件等に発展したら取り返しがつかない状態になるので、町行政とし

てどのように注意喚起等を実行し、また警察とどのような連携を実行されているのか。

４番目に、早急に取り組める対策は何があるのか。犯罪防止効果を上げ、抑止力効果

を高めるためにも防犯⋞監視カメラ等の設置が、また今後に予定されている防災無線と

の相乗効果での神河町の安全⋞安心の一翼を担えるのではないかという考えですが、ま

ずお聞きしているこの４点について、町長のお考えをお伺いをいたします。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） それでは、廣納議員の御質問にお答えいたします。

防犯についての御質問をいただきましたので、最初に刑法犯の状況や犯罪環境につい

て述べさせていただきます。

兵庫県警の資料によりますと、県下の刑法犯件数は平成１４年の１６万０００件を

ピークに平成２４年まで１０年連続で減少しており、２４年末時点で７万０００件と、

ピーク時の半数以下になっています。特に街頭犯罪、侵入犯罪はピークの６割以上減少

をしております。しかし、ひったくりや振り込め詐欺、性犯罪など子供や女性、高齢者

が被害者となる犯罪は多く発生しており、特に強制わいせつや振り込め詐欺、未成年者
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への声かけ、つきまといなどの事案の多発やインターネット利用犯罪、違法ドラッグの

若年層への拡大など、予断を許さない状況が続いており、中山間地域である神河町も例

外ではございません。

神崎郡内の２６年の犯罪件数というところを少し調べさせていただきますと、２５件

というふうに聞いているところでございます。前年比で言いますと８件の増というふう

に福崎警察のほうから報告を受けているところであります。

次に、我が町にかかわる防犯組織とその状況についてお知らせをさせていただきます。

まず、町内の組織である福崎防犯協会神河支部は、各集落の区長から選出いただきま

した男性５３名の防犯指導員と７つのブロックから選出された女性指導員７名の計６０

名で組織され、定期パトロール、ブロック別パトロール、広報車による啓発活動、夏ま

つりのパトロールなど、町内の防犯活動に尽力いただいています。

また、兵庫県が事務局である地域安全まちづくり推進員制度がありますが、これは各

区長からの推薦により県の委嘱を受けられ、防犯の研修などを受けられ、地域で活躍い

ただくものであります。現在、町内で１８名の方がおられます。また、ひょうご地域安

全ＳＯＳキャッチ事業は、住民が日常生活の中で異変に気づいた際に匿名でも通報、相

談できる事業ですが、地域安全まちづくり推進員には、このことに対する積極的な通報

促進も期待をされています。

次に、寝屋川事件の報道に代表されるように、犯罪解決の糸口としてクローズアップ

されているのが防犯カメラの存在であります。我が町の防犯カメラ設置状況を申し上げ

ますが、企業防犯グループに設置していただいたものが公立神崎総合病院前、ジュンテ

ンドー前、寺前駐在所前のそれぞれの交差点等に３カ所、集落では３集落が公民館等に

設置されています。集落設置の場合には、兵庫県から８万円の補助が支給され、残りは

地元が負担されています。過去には、新野駅で器物損壊が相次いだことから、町が設置

しています。

我が町のような中山間地域では、自動車を使った犯罪が想定をされ、犯人逃走防止や

犯罪解決等には防犯カメラの設置は有効であると思われます。今後、町が設置するケー

スと区が設置するケースの区分けの検討を行うことと、区が設置した場合の兵庫県の補

助に随伴する町の補助制度の創出を検討したいと考えているところであります。

なお、学校の防犯カメラについての状況でございますが、神河中、神崎小学校、寺前

小学校につきましては、このたびの移転新築、また大規模改造等によりまして設置をし

ているところでありまして、越知小学校と長谷小学校についてはライブカメラを設置を

しているところでありまして、今後、防犯カメラの設置を検討する必要があると認識し

ております。

次に、警察との連携についてですが、車上荒らし等が多発した場合に、地元の派出所

や福崎警察生活安全課から告知放送依頼があり、放送をしている状況であります。また、

区独自でも、空き巣被害が連続した場合などに区長様が区内放送をされ、注意喚起され
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ているとお聞きしております。

最後に、防災無線との相乗効果の件でございます。空き巣等の被害があった場合に、

各戸に設置されている戸別受信機により従来どおり注意喚起の告知放送は受信ができま

す。屋外拡声機による放送は、火災や防災等の非常時に使用していく方向でありますが、

犯罪に関連し、人命に影響がある場合などにも活用していきたいと考えているところで

あります。

以上、防犯対策についての答弁とさせていただきます。

○議長（安部 重助君） 廣納議員。

○議員（６番 廣納 良幸君） ありがとうございます。防災に関しては、平成２４年５

月１日やったかな。兵庫防災ネットに神河町が加入したんが２４年の５月１日か何かじ

ゃなかったかと思うんですが、防災に対しては。ですから、極端に言えば、ちょっと火

事も頻発しましたけど、どこどこが火事いきましたいうことは、それにあれしておられ

る方は、情報は神河町からそういう意味で姫路消防から入った場合、一斉に流れるよう

にはなってると思うんです。皆さん入っておられるかどうかは知りませんけど、私はそ

ういうふうに聞いたことがございます。要するに今でしたら、はっきり言うて、どこど

こ北３００メーターというような感じなんですけど、これ言わんほうがええかな。もう

ちょっと詳しく出るというようなことも、はっきり言うて、我々が聞いたって、どこら

辺かなというような、地元の人が聞いて、もしかしたらあの家かもわからんというよう

な程度やと思うんでね。これもいろいろ考えていただきたいとは思うんですけど。

この防犯ネットのほうも神河町版の防犯ネットなり、そういうものを発信できたら、

発信してるところがありますので、ある程度の地域では受信しておられる方もおられま

す。というのが、どこどこで、いついつ何どきに女性生徒に声かけがあった、その特徴

はこうこうこうだというようなあれが入るらしいんです。ですから、それを持っておら

れる方は一度に注意喚起できますので、子供さんに大丈夫かとか、そこら辺は大丈夫か

とか声かけができますので、そういう意味でも、それ以上の要件を満たすようなあれで、

全員で神河町の中の児童⋞生徒を命がけで守るために、生まれてくる赤ちゃんがこれだ

け少ないのに、そういう事故等で、犯罪等でけがをされたり、もしくは死亡事故でも起

きたら、それこそ取り返しがつかない一番大切な人材なんでね。神河町全体として守っ

ていただきたい、このように前置きをしておきますけれども。

私もちょっと調べさせていただきました。このひょうご防犯ネットというところがあ

るんですよね。それで、この９月の１１、１５、１６だけですけれども、西脇市でやっ

ぱり、兵庫県全体ですから、申しわけない。自転車で登校中の男子の足をいきなり蹴っ

たと。それで立ち去ったと。これ同日検挙されてます。宝塚市では、徒歩で下校中の女

子児童に対しつきまとう。神戸北では、歩道で帰宅中の女子生徒に対しつきまとった後、

先回りをし、待ち伏せし、声かけをして立ち去ったと。これが９月の１６日にあったも

のでございます。その前の日には、加西市で自転車で下校中の女子生徒に対し、車で追
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い回し、戻ったり追い越したりとを繰り返してつきまとったと。それと、飾磨では、徒

歩で下校中の女子児童に対し、いわゆる下半身を露出したと。９月の１１日ですけれど

も、戻って申しわけないんですけど、福崎町福田で自転車で帰宅中の男子児童に対し、

後方から自転車でしつこくつきまとい、走り去ったと。

この子供に関する情報だけでも、１６日で１１件、１５日は９件、１４日は８件、１

日から１６日までは１０９件、兵庫県内であったと。児童だけでですよ、児童⋞生徒。

それで、痴漢、露出事件は７３件、ひったくり事件は２９件、これは１６日までの警察

発表です。町長とは若干違いますけど、私の調べたほうをちょっと述べさせていただき

ました。それと、子供に対する防犯発生状況で、西播ブロックといいましょうか、西播

磨等々で８月１８日現在では、発生状況は認知件数で１７５件、前回より、町長おっし

ゃいましたように１７件減ってます。痴漢などのわいせつ事案、強姦、強制わいせつ、

露出が７１件で約４１％、その他声かけ、つきまとい事案、暴行、不審者が１０４件で

全体の５９％となっております。

これの特徴的な傾向は、時間帯としては、痴漢などのわいせつ事案は児童や生徒の部

活動終了時や塾、通い事の往復時間である午後５時から１０時までの間に多発している

と。声かけ、つきまとい事案は、児童や生徒の下校時間であり、午後３時から午後５時

までの間に多発。地域別では、痴漢などのわいせつ事案は、姫路駅周辺、英賀保駅周辺、

周辺路上、余部駅周辺で多発しており、西播ブロックでは１８件、検挙または警告によ

る解決していると。要するに全部わかってしまったわけです、皆さんの協力で。声かけ、

つきまとい事案は、ＪＲ姫路の北部地域、山電の飾磨駅、山電白浜の宮周辺上において

多発している。これは何かの意味があるんだと思います。こちらもブロックでは１８件、

検挙または警告により解決はしておるということでございます。被害に遭いそうになっ

た子供たちのための防犯ブザーを使用したものは２件のみと。やはり逃げてるんですね。

防犯ブザーもよう鳴らさずに逃げてるということだろうと私は思います。

それで、次に、神河町における主な街頭犯罪、侵入犯罪、認知状態、平成２６年の４

月末で刑法犯罪総数は３５件、平成２７年７月末では３６件、１件ふえております。そ

れと、街頭犯罪、侵入犯罪は、２６年が２０件、２７年が１９件、路上強盗はありませ

ん。ひったくりもありません。車上狙いは、ともに４件ずつで増減なし。部品狙い、こ

れはともに１件ずつ。自動車強盗、これは２６年が５件ありましたけど、２７年は発生

しておりません。オートバイ等のひったくり等も含めて、これはありません。それと、

自転車泥棒ですかね、ともに３件、増減ありません。それで、空き巣が２６年は１件、

２７年は３件、２件ふえております。忍び込みは、両方とも２件ずつあります。

兵庫県内の市町村で計５０地域を対象とする犯罪発生率ランキングですけれども、１

位、２位はやっぱり神戸、尼崎、４位までは尼崎ですね。神崎郡内においては、当町は

３６位、市川町は４２位、福崎町は１９位と。やっぱり福崎町はそういう交流的な人間

が多いということで、人も多いということなのかなと思いますけど、ちなみに姫路市は
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７位で、加西市は３７位、朝来市は３１位と、これがちょっと要するに人口比なのかど

うかはわかりませんけども、そういうふうになっているわけで、実際に起こっておりま

す。ですから、窃盗とか、そういうものを捕まえる意味でも、有効にはなると思うんで

すけど、やはり幼児、児童⋞生徒、高校生も含めて生徒、それらを守るためにも活用し

ていただいて、プラスそういう防犯にも、いわゆる窃盗とか、そういう事案にも対応で

きるように、二、三台と言うておりますが、県から８万円なんで、これは１台しかでき

ないのかどうかわかりませんけれども、新しくまた神河町でも考えていただきたいと思

うんですが、これを踏まえて、いかがでしょうか。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 防災ネット、それと防犯ネットの発言もございました。私ども、

火災等発生時にメールにて受信ができる防災ネットですか、それを当然登録しておりま

すし、防犯ネットにつきましても登録をしております。火災発生時については、告知放

送では、おっしゃるとおりです。どこどこ集会所北西何メートル付近ということのみで

すが、このメールによりますと、同じようにまず言いますが、その後に神河町寺前何番

地付近というところまで記載ができますので、それによって少し場所がイメージできる

ということになっております。

防犯ネットにつきましては、兵庫県警のほうでそういったシステムを構築をしていた

だいているところでありまして、登録をすれば携帯、スマートフォンに情報が入ってく

るというふうになっております。これらにつきましては、こういった情報収集の方法が

ありますということで啓発活動も行っているところであります。より担当課を中心に啓

発活動をしてまいりたいというふうに考えるところであります。

また、１回目の答弁でも申し上げましたが、防犯カメラにつきましては、以前から県

の助成制度があったわけでございますが、それに基づいて３集落において設置、学校に

ついては、これはまた町単独でやっております。また、福崎防犯協会におきまして企業

防犯協力会の本当に協力をいただいて寄附をいただく中で、神河町のみならず、神崎郡

３町において合計１０カ所でしたか、防犯カメラを設置をしているところでございます。

平成２７年度におきましても、企業防犯協力会による寄附金が昨年度のものが繰越額と

して残っておりますのと、今年度においてもまた協力をいただきながら、追加設置をし

ていきたいということで、先日も福崎警察署長とお話もさせていただいたところでござ

います。隣の市川町につきましては、町独自の補助制度も条例化しているところでござ

いまして、神河町においても、そういった方向で考えていきたいという話は担当課とし

ているところでございます。よろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 廣納議員。

○議員（６番 廣納 良幸君） 前向きに考えていただけるということなんで、当初申し

上げましたとおり、最低二、三カ所と言いましたけれども、まずそしたら４０集落、し

んこうタウン、新しくできまして、あそこらあたりは貝野、寺野の間にある広大な地域
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ですけれども、やはり子供たちがキャッキャキャッキャ言うて遊び回ってるというよう

な状態で、ああ、いいなと。今からあそこに入られる方がまた２人目、３人目とできて

きたら、もっとにぎやかな町になるなと。町長が考えておられる、やはり若者に多く住

んでいただいて人口をふやしていくという、今回の入札でもありました、若者に住んで

いただいて、子供たちの声が聞こえてくるような、それは全体ならばいいんですけれど

も、全く聞こえない地域もあるんですけれども。そういう地域は、なおかつ違う意味で

の犯罪の抑止のためにもやはり最低１カ所はどこかに置いていただいて、あとは２台目、

３台目は半分補助しましょうとか、３分の１しましょうとかいう前向きな姿勢で、最低

二、三カ所は児童⋞生徒が通るような道も監視できるようなシステム、それを構築して

いただきたい。教育委員会でもおっしゃるとは思いますけども、また後でお伺いします

けれども。

昔やったら、私らの小さいときやったら、畑にくわがある、そういう状態が１週間、

１０日、１カ月あっても、同じところにあって、誰も持って帰らない。それよかもうち

ょっとええもん置いとっても誰もとらない。今はどうか知りませんけども、町長の川上

とか上小田とか新田、作畑やったら、昔は鍵もせなんだと。家をあけるときも鍵をせん

で出れたのになというような話をする時代があったのは、それこそ３０年、４０年前だ

と思うんです。ですから、犯罪に関しては都会と変わりません。はっきり言って、また

残忍なあれが出てましたよね。外国人が犯人ちゃうかいうような、立てこもってどうの

こうの、はっきり言って、これはやばいけど、福崎町なんかは、悪いと言うてませんよ、

外国人が多いなと思うんです。外国人が全部悪いわけじゃないですよ。間違えんように。

その中で時々おられるから、はっきり言うて、自分らの同じ国の者同士で殺し合ったり

とか、いろんな事例がありますよね。その中で巻き添えになったらえらいことですわ、

夜に歩きよって。そういうことも大きく踏まえて、町長のこれからの指針として、防災

にも防犯にも力を入れますという、そういう意気込みで、最初から３カ所、１０カ所つ

けてくれと言うのと違うんで、とりあえず１カ所ずつつけて、これからどうしよう、こ

こも必要やないうんやったら、区の皆さんで話し合っていただいて、新しくつけていく

ということをまた次の２８年、次の課題にとして頭に入れておいていただきたいんです

けれども、教育課としてどうですか。

○議長（安部 重助君） 教育課長。

○教育課長（松田 隆幸君） 教育課としまして、学校の安全⋞安心という部分で少しお

話をさせていただきたいと思います。

学校における保護者への連絡システムにつきましては、各学校で学校安心ネットとい

うメールでの情報提供システムを持っております。声がけ事案等は年に二、三回あるか

ないかというところですが、通常は警報時の連絡でありますとか、学校行事等の連絡に

主に使っておりますが、もし何かありましたら、先ほど出ておりました兵庫県の防犯ネ

ット等の情報が入りますと、安心ネットをもって各保護者への連絡等もしておるところ
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です。また、学校には県警ホットラインということで、何かあったときにボタンを押す

と直接警察のほうに連絡が行くシステム等もございます。

そういう中で、教育委員会、学校、また警察、それ以外にも補導センター、補導員さ

ん等の連携のもとに、これからも安全⋞安心な学校づくりに努めていきたいというふう

に思っております。以上です。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 先ほど答弁しましたとおりでございます。この町独自の補助制

度も新年度において何とか具体化を図っていきながら、安全づくりですか、そこの部分

の強化をしてまいりたいという考えでございます。

○議長（安部 重助君） 廣納議員。

○議員（６番 廣納 良幸君） 町長には新しい提案をし、前向きという意味での御返答

がいただけましたので、担当課はもちろん、職員全体としてどうすればいいか。はっき

り言って、職員の皆様も地元に暮らしておられるんやから、危ない場所、暗いところ、

そういうもんはわかるはずですから、全庁挙げてこれを前向きに考えていただきたいと、

このように思います。

それと、今、松田課長が答弁していただきましたけれども、要するに親、学校だけじ

ゃなしに、地域、区長さんにもお願いして、どこどこのあそこら辺でこうこうありまし

たというような、要するに神河町全体という意識で、区長さんには申しわけないです。

はっきり言って、たくさんの仕事があるんであれやけども、やはりその中で老人会の皆

さんとか、見守りもしていただいてますのでね、帰ってくるとき。そしたら、子供の挨

拶がようなったいうて言っていただけるんですわ。またようなったなと、またですわ。

だから、こう波があるんよね、やっぱり。あるんやけど、ただいま、お帰りいうような

感じで、そのときに不審者を見るとか、いつもと違う人間を見るとかいうことも大切な

わけですわ。私も、時々、あれ、どこの人間やろ、ナンバープレート見てみたいな、姫

路やったら、ここら辺、近所かな。全部覚えとるわけちゃうからね。そやから、不自然

なところにとまっとったら、やっぱりおっと思いますもんね。あれっというようなこと

が、小さなことから積み上げていったら、それこそ空き巣も、そういう事態も減ってく

るんではないかと思うんです。

時代が時代やから、生活に困窮してかどうか、遊ぶお金が欲しいかどうか、これは推

測できませんけれども、やはり犯罪行為に及ぶということは何かの原因があるんやから。

未然に防ぐためにも、極端に言えば、こっち方面に防犯カメラあります、作動中。私、

聞いたんですわ、地元の人に。どこにあるんですか、防犯カメラ。やっぱり意識します

から、どこにあるんですかいうて聞いたら、やっぱり効果あるやろって。ダミーでも大

分あるらしいですわ。だから、今はつけておられると。だけど、昔は防犯カメラありだ

けで、やっぱりどこにあるんやろういうて探してしまうほど、挙動不審であればあるほ

ど探す。家に犬がおったら、それを避けるとか、いろいろ言いますやんか。それは違う
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問題であれやけども、町ができること、前もって予防、予防、予防、それができること

を町長が言っていただいたんで、来年度の予算に上げていただくということなんで、ぜ

ひ課をまとめる副町長、いかがでしょうか。みんなに号令をかけていただけますでしょ

うか。

○議長（安部 重助君） 副町長。

○副町長（細岡 重義君） 細岡でございます。カメラについては必要であるというよう

には認識しております。町長ともカメラ設置について積極的に進めていこうという協議

をしておりますので、また予算を計上しましたときには、よろしくお願いしたいと思い

ます。

○議長（安部 重助君） 廣納議員。

○議員（６番 廣納 良幸君） 我々も含めて全員で防犯、防災はもちろんですけどね、

防災に努めていっていただけるということなんで、期待をしております。

では、次に、２つ目に入りたいと思います。２つ目は、町長懇談会の総括ですね。限

られた時間に町長のお話を聞き、それで質疑応答等を受けて、地区地区ごとの要望なり

考え方が出てきたとは思うんです。まず読ませていただきます。

各区でまず町長の考えをお聞きいただき、いろいろな御意見が聞けたと思いますが、

町長の思いは伝わったと考えておられるか。各区ごとの懸案事項はいろいろとあるが、

大型事業が幾つもあり、いわゆる病院、ケーブルテレビ、神崎エリアの光ケーブル化、

それと冒頭に町長が全区でおっしゃったスキー場等々のこれからの観光施策もめじろ押

しでございます。少しずつでも御理解していただいて、これはというような手応えがあ

られたかどうか。感触、現時点の思いをお伺いをいたします。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） それでは、２点目の御質問でございます。町長懇談会の総括に

ついてであります。

その中の１つ目の質問、町長懇談会につきましては、ことしで６回目の開催となりま

したが、５月１３日から７月３１日まで、全４０区において開催をし、参加人数は昨年

度より１４名増の１１０人の皆様に御参加いただきました。改めて区長様初め関係者

の皆様にお礼申し上げます。

本年度の懇談会は、報告事項として、１つ目、公立神崎総合病院の北館改築検討結果

について、２つ目、峰山高原スキー場整備計画についてと平成２７年度の重要施策の説

明、そして開催テーマでありました人口対策と仕事の創出から考える魅力ある神河町を

目指してということで、地域創生について御意見をいただいたわけです。

廣納議員御質問の大型事業についてでございますが、特に本年度は峰山高原スキー場

整備計画につきまして多くの御意見を頂戴いたしました。そもそもスキー人口が減って

いる中で経営が成り立つのかといった御意見が多くありましたが、私のほうからは、一

般的なイメージではなく、新聞報道や各種調査結果に基づくデータも説明をしながら、

－２４２－



スキー人口の動向、そしてまたこのたび提案いただきました企業の経営する近隣スキー

場の経営状況などのデータに基づき、御説明させていただきました。

負の財産とならないようにといった御意見、絶対反対の御意見もございましたが、ぜ

ひ成功を、峰山高原スキー場の繁栄だけでなく、町内にその経済効果が波及する取り組

みを、冬だけでなく四季を通じた経営で収入増をといった提案や賛成意見もたくさんい

ただいたところでございます。改めてスキー場建設を初め、町の重点事業について、現

時点での私の思いは十分伝えることができたと考えておりますし、一定の御理解はいた

だいているものと考えています。

以上、１つ目の答弁とさせていただきたいと思います。

○議長（安部 重助君） 廣納議員。

○議員（６番 廣納 良幸君） 総括ということで町長の思いをお伺いし、今後の町運営

にどう生かしていくか、取り組んでいくかという姿勢がお伺いできると思うんです。で

すから、最初に申し上げたとおり、地域によっては、町長に大いに頑張っていただきた

い。地域創生の元年でもあるし、要するに企業を誘致して働ける場所をつくっていただ

きたい。限界集落とか、そういうふうにも、はっきり言って神河町も高い位置にいるわ

けですけれども、病院はこれは必ず、新築を断念して、北館にシフトするわけですから、

これは今まで以上の機能を持ち合わせていただかなければならないし、医者確保の意味

でも先生方とよく相談をしていただいて、充実した科運営といいましょうか、外来科の

運営をお願いしたい。

もう１０年もすれば結構な方が一応退職というような感じになってしまうわけですけ

れども、１０年、１５年すると、前、事務長がおっしゃってましたが、新しいサイクル

に入るので、少し医者の流れもよくなるかなというような思いはあるんですけども、現

実として神河町にあの病院はなくてはならないという位置づけなので、それはもう十二

分に考えていただいて、今のうちによく練っていただいて、予算の範囲内で最高のもの

を、少しぐらい出るんやったら、みんなで何とか頑張ろうやいうぐらいに熱意を持って、

ある程度のしんどいことはみんなで分け合うたら済むやないかいうぐらいに、それは病

院をいらうのを反対、何にしても反対、山名町長が言うこと全部反対、それはおられま

す、中には。はっきり言うて。そやけど、ごくまれな人ですわ、言うてくるのは。この

人やったら言うやろなと。そうですか、そうですかと。また理解をいただいて、何とか

協力していただけないでしょうか、よろしくお願いします、また何かあったら言うてく

ださいと言いながら、我々も半分ＰＲして回っとるのと一緒ですからね。

議員の中には、いや、あれはだめなんですわ、極端に言えばスキー場はだめですよ、

皆さん、あれは反対しましょうと言われる方もおられるやろうと。これは想像ですけど。

はっきり言って、そういう難しい問題、要するにスキー場なんか遊び場やないかと、そ

んな冬にわざわざ遠いところから来るかいやと。私、前に申し上げました。市川ででき

ますか、福崎でできますかですわ。雪の降るのは上限ですわ。奥に行ったらもっと降る
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んですから。だけど、雪がある程度多いのは神河町まで、峰山まで。その期間中あるか

どうかが問題であって、それをどういうふうにクリアしていくかいうことも結構我々も

言わせていただくけども、やっぱりそれなりの知識がないんで、なぜつくるんですわと

いうことは言えませんので、そういうことを踏まえて、またそういう時期に来たら、そ

れこそ今調べてますから、その結果が出たら、また新しくスキー場をつくるとは決まっ

てませんから、まず環境にどう影響するのか調べて、それを土台にして、そこからまた

一からスタートですからと。そのときに、あなた、いろんな御意見くださいいうくらい

言うてますけど、これは私個人の意見ですけども、何とか前へ進むようにやっていただ

きたい。

その前提は何かと言うと、地元の方の雇用です。よそから連れてくるんじゃなしに、

上小田、南小田、川上から遠いから行かれないんかもわかりませんけども、要するに砥

峰から峰山に通ってる道、あれはっきり言うて、私、ふと思うたんですけど、大学のス

キー部か何かで競技がありますやんか。こうして棒でがあっと歩くやつ、しんどいやつ。

あんなことようするなと思いますけど、合宿所にはいいんちゃいますか、違う意味で。

峰山のほうへ泊まっていただいて、合宿して、それこそあそこへ行って帰ってこい言う

ぐらいに。今ふっと思いました。私、ええこと言いますね。いやいや、そうですよ。ひ

らめきからですよ、やっぱり。いろんな使い方ができますよ言うてアピールせんとあき

ません。どういう結果が出るかは町民の意見を聞いて、やっぱりあかなんだらやめなし

ゃあないんやから、これは。

だから、それも踏まえて大型の事業があるんで、町長はよくよく住民の方、地域の方

と話し合っていただいて、地域だけの悩みがあったはずなんです。ここにはここ、ここ

にはこんな問題がある。だから、それをどういうふうに整合性をつけていくか。また待

ってください。またこのことはちょっと二、三年待ってくださいではあきません。今ま

でずっと待っとるんですから。やっとやっていただいて、舗装ができたり、今、橋をい

らっていただいたりしてます。そういう意味で、地域差があったと思うんです。だから、

全体で見なあかんのやけど、地域的にはやっぱりある程度の予算があるんで、よく説明

をしていただいて、そこの地域の住民の方とよく膝を突き合わせて、副町長も一緒です

けど、そういうことをやっていただきたいと思うんですけども、いかがでしょうか。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 大型事業であります病院の北館改築、そしてまた今、環境調査

を進めている峰山高原における人工降雪機を活用したスキー場の建設、それらについて

は、先ほど申し上げたとおりでございます。いろいろな意見があります。しかし、私は、

一番重要なのは、実際どうなのかというか、現実をしっかりと捉えて、裏づけをとって、

そして町民に負担をかけないで、極力かけずに新しい雇用を生み出していく、町が元気

になっていく、そういった事業をどんどん進めていきたいなと。そこには行政だけでは

できない、そしてまた企業だけでもできない。したがって、企業と行政、それこそ産、
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官、そしてまた学、いわゆる地方創生だというふうに捉えているところであります。

今回で６回目となりました懇談会であります。やはり神河町、３つのエリアがござい

ます。越知川エリア、そして銀の馬車道、また高原エリアとなっております。それぞれ

特徴があるわけであります。一般的にライフライン、基盤整備という部分で申し上げま

すと、やはりおくれている部分は越知川エリアでございます。越知谷小学校以北の県道、

そして町道作畑⋞新田線についての将来的な展望というところは、常に要望として上が

ってきております。県道については、兵庫県に対し、社会基盤整備プログラムにしっか

りとのせていただく中で整備を進め、そしてまた、あれは１億円以上の事業になってお

りますので、１億円以下の部分については随時予算をとっていきながら、まずは全面改

良という県道改良にはなりませんが、部分改良含めて、今後も引き続きやっていこうと。

町道作畑⋞新田線については、これは辺地対策事業を活用していきながら、何とか２車

線とはいかないまでも、今より以上の道路環境をつくっていきたいというふうに考えて

いるところであります。

そのほか、越知川についての危険箇所の改良工事というのは毎年出てくるところであ

ります。大山エリアにつきましたら、吉冨－大山間における県道の歩道の設置というと

ころが毎回上がってきているところであります。そして、この高原エリアで申し上げま

すと、今回はスキー場という部分について多くの意見をいただいたところでございます。

道路改良、県道改良の部分については、一応整備が終わっているという状況であろうと

思います。そのほか、ちょうどこの粟賀ブロックといいますか、柏尾－福本間の県道に

ついても既に県道改良は終わっているんですけども、現状を捉えて、何とか自歩道の整

備をお願いしたいという要望も毎年上がってきてるところであります。そういうところ

を地域ごとの特徴的なものを私自身把握しているところでありますので、今後、そうい

った部分にお答えができるように取り組んでまいりたいというふうに考えるところであ

ります。以上です。

○議長（安部 重助君） 廣納議員。

○議員（６番 廣納 良幸君） 町道の要するに柏尾⋞貝野線が残ってると、県道に昇格

そんなんは、はっきり言って、昇格してもたらええですよ。ええですけど、道幅もきっ

ちりあり、あそこは５０キロなんですよね。寺野区、貝野区、柏尾区にしてもそうなん

ですけど、あそこを４０にしてくれというぐらい車が頻発に通って、はっきり言うて道

も傷んでるところがあります。ですけれども、歩道があって、あの道幅があって、何で

全部町内できておったら、県道にしてくれ、もっとようしてくれと言いますけど、でき

てない今、町長がおっしゃった、それこそ越知から北、はっきり言うて越知の小学校を

越えたら、早くはあの道をもう少し川沿いに抜けて新しい道をつけるというのが私、１

０何年前に議員させていただいたときに、県会へ行かれてた方からいろいろ聞いて、と

りあえずここまでしか確約できへんいうのは、やっていただいておりますよね、きっち

り。そこから奥はどうかいうたら、全く狭い。それこそ大河内エリアの方が頻繁に通っ
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ておられるんやったら、あの狭さはわかると思うんです。

ですけど、ある方がおっしゃったのは、神崎エリアは、病院からあの道何や、あんな

大きな歩道までつけて、大河内エリアは、そんな大きな歩道もないし、ええ道違うぞと

怒られた方がおったと。待ってほしいと。ちょっと反論したかったけど、そうですねと、

そこから奥へ行ってくださいと言いたかったけど、チャックしましたけど。だから、み

んながみんな知らないわけですわ。だから、私も、上小田の狭いところ、南小田の狭い

ところをいろいろ選挙で通るぐらいやから、大体ちっちゃい道は行ってますけど、わあ

狭いな、回りにくいなと思いつつ、大きな道があるんやからまだよしと、これも県道や

と。今、町長がおっしゃった町道のいわゆる作畑⋞新田線、あれもある程度は道幅があ

るんで、越知とか大畑も一部逃げられるところはあるんですけど、一部ちょっと危ない

ところがありますんでね。結構私も何回も言いますけど、奥から来られる方、若い方で

も、その時間帯にはあない思うとってんか知らんけど、ぱっとある程度の速さで来られ

るから、私らもどきっとするぐらい左に寄らんと怖い、朝晩の通勤時間帯にね。だから、

事故が起こらないように、みんな注意して行かれてると思いますけど、あの狭いところ

は何とかしていただきたい、まず。それは要望として、もう何年も何年も前から出てる

はずですから、それはまたくみ上げて、よう協議していただいて、用地買収やったら地

主さんによく頼んでいただいて、してあげていただきたい。

黒川新田線、残ってます。水谷線は多可町を抜けました。これは町長、何回も申しま

す。町長のおかげです。黒川新田線、残ってます。ちょうど林道になりますけども、あ

れ生野とうまいことつなげたら、違う意味でまた活性化、新田ふるさと村が活性する、

グリーンエコーが活性化できる。病院に来られてる方も、遠回りしてわざわざ来られて、

買い物されて、また帰ってると。そういうことを踏まえたら、病院のためにもええちゃ

うかと、いろいろ考えますので、即答は結構なんで、頭に入れておいてください。です

から、場所場所によって違うんで、これはよくその方の意見を聞いていただいて、実行

していただきたい。できるところから、町長お願いしたいんです。どうですか。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 基盤整備の部分について、特に越知谷小学校以北、特に作畑⋞

新田線、町道の改修という部分について、これは毎回廣納議員のほうからも質問をいた

だいているところでございまして、やはり一番整備がおくれているところがそのエリア

であるというふうに私も認識しているところであります。神河町全域にわたってバラン

スのとれた整備をやっぱりやっていかなければいけないという考えのもとに、今後も取

り組んでまいります。

○議長（安部 重助君） 廣納議員。

○議員（６番 廣納 良幸君） はっきり言って町民の方々は忍耐強い方ばかりで、ある

程度の町長が申される計画にみんなで努力してついていこう、何とか協力しようと。整

備はちょっと待ってくださいと言うたら、待っていただいてるというようなところがあ
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りますので、それをやっぱり酌んでいただかないと。肌でわかると思うんですわ、どん

な協力をしていただいてるということは。ですから、それを踏まえて、声の高いほう、

威圧感の強いほうから直すとか、そんなことがあっては絶対いけませんよ。声なくして

我慢していただいてるところから少しずつでも直していくという意識を持っておいてく

ださい。役場は文句言うたら、すぐしてくれたがえ。ちょっと大きな声上げたら、すぐ

してくれたがえ。そんな声は昔聞きました。今は皆さん、意識を持ってやっていただい

とるから大丈夫だと思うんです。昔は聞きました。よし、わしが言うていったる、役場

行って文句言うていったる。私の若いときは聞きました。ですから、今はないんで、平

等に神河町として、町長、全部に取り組んでください。お願いします。

時間がないんですけれども、３番目に一応上げておりますので、広域行政について答

弁を町長、できましたら。というのが、広域行政は余り多く質問できないというような

絡みがあるんですけど、転換期に来てると思うんです。市川町も町長がかわられた。福

崎もかわられる。また、違う意味での神崎郡がスタートするんではないかと。その中で

一番経験のある山名町長ですので、思いがあれば、とりあえず述べていただけますか。

○議長（安部 重助君） 廣納議員、２の２の回答がまだ町長から出てないと思うんです

けど、よろしいですか、それで。

○議員（６番 廣納 良幸君） いいです。時間がないから。

○議長（安部 重助君） ３番に飛ぶんですか。

○議員（６番 廣納 良幸君） ３番に飛びます。済みません、申しわけなかったです。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） それでは、広域行政についての考え方でございます。

質問の１つ目、北部行政事務組合で処理をしています福本区内の中播北部クリーンセ

ンターの次期計画についてであります。

御存じのとおり、中播北部クリーンセンターは、福本区との覚書により設置から１５

年間で施設を撤去することになっているわけです。北部行政事務組合を構成している神

河町と市川町、中播北部クリーンセンターの三者で次期計画について協議を重ねてきた

結果、くれさか環境事務組合への事務委託でかじを切ることとし、平成２４年１１月１

３日にくれさか環境事務組合の管理者である福崎町長及び姫路市長宛、さらに管理者で

ある福崎町長宛に公文書で申し入れを送付いたしました。

くれさかクリーンセンターへの委託に絞ったのは、くれさかクリーンセンターが延命

工事をするという予定があり、今後、北部２町のごみの受け入れをするだけの能力はあ

るので、委託されたらどうかという嶋田管理者のほうからのお話があったわけでありま

す。その中で、地理的にも行政的にも、つき合いの深い姫路市というのが理由でござい

ます。延命工事の是非をめぐりまして、くれさか環境事務組合内では何回も協議をさて

まいりましたが、平成２６年１０月には延命工事はしないということが方針決定された

わけであります。姫路市では、夢前町に予定されていました産業廃棄物処理施設の問題
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と平成２７年５月の姫路市長選がございましたので、姫路市環境局からは、市長選挙後

の協議がベターであろうという……。

○議長（安部 重助君） 残念ながらここで時間が切れましたので、町長の答弁、申しわ

けございませんが、ここでストップいたします。

○議員（６番 廣納 良幸君） ありがとうございました。また再度聞きます。

○議長（安部 重助君） ここで暫時休憩いたします。再開を１１時ちょうどといたしま

す。

午前１０時４０分休憩

午前１１時００分再開

○議長（安部 重助君） 再開します。

ここで、一般質問に入る前に、町長より先ほど廣納議員に対しての答弁の中で、発言

の訂正があるということで申し入れがございましたので、ここで許可いたします。

山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 先ほど廣納議員の質問の中で、私、基盤整備の関係で越知小学

校以北という表現をさせていただきました。正しくは越知谷小学校でございます。訂正

し、おわびを申し上げたいと思います。よろしくお願いします。

○議長（安部 重助君） それでは、一般質問に入ります。

次に、小林和男議員を指名いたします。

小林和男議員。

○議員（10番 小林 和男君） １０番、小林です。本日は、健康の出前指導についての

質問をします。

神河町地域包括支援システムの捉え方として、１、住まい、２、医療、３、介護、４、

予防、５、生活支援と５つの構成要素が示されています。これらの重要な要素が互いに

連携しながら、有機的な関係を保ちながら運営が計画されております。このような施策

で町民の老後を支え合っていく介護保険制度の神河町における状況として、今年度、平

成２７年度を境にして第１号被保険者（６５歳以上の支えられている人）が９３３人

に対して、第２号被保険者（４０歳から６４歳以下の支えている人）が６８８人と逆

転します。今までは介護を多くの人で少ない介護者を支えていましたが、これからは少

ない人で多くの介護者を支えることとなります。このことは今後の介護保険料の高騰に

つながり、地域創生のマイナス要因にカウントされ、町の過疎化に拍車がかかることが

心配されます。

日本人の平均寿命は、女性は世界第１位の８６歳で、男性が世界第３位の８０歳に対

して、介護なしで生活できる健康寿命は、女性は７４歳で、男性は７１歳の統計が出さ

れております。平均寿命と健康寿命の差は、女性が１２年で、男性が９年となっており、

－２４８－



男女の格差平均の１０年余りの長期間を介護保険制度に支えられていると言われていま

す。次に、介護保険に認定される原因の１位は、運動器障害である。転倒による骨折が

２５％で、２位が脳卒中の１ ５％で、３位は認知症の１ ８％が上げられています。

そして、転倒の原因には、筋力が低下したための悪影響として、１、つまずきやすくな

る。２、バランス能力が低下する。３、骨が弱くなるが上げられています。このような

状況を踏まえ、介護に支えられている１０年間を短縮させるために、介護の第１位に上

げられている要因の転倒防止対策として、筋肉を鍛え、予防するために筋肉を鍛える運

動をしなければなりません。

そこで、全国各地の自治体では、いろいろな取り組みをされております。例えば先日、

議会で合同研修を行いました多可町では、敬老の日の発祥地として敬老の歌として介護

予防「きっとありがとう」体操に取り組まれております。孫たちがおじいちゃん、おば

あちゃんを敬い、感謝している、「ありがとう、長生きしてね」と優しい声で歌う。そ

のリズムに乗せてつくられた介護予防体操は、高齢者にあわせたゆっくりとした簡単体

操でした。歌の癒し効果と体操による運動の相乗効果が期待されることから、ＤＶＤを

つくり、普及啓発に取り組まれています。

また、静岡県川根本町では、住民の半数が６５歳以上の高齢化の町の取り組みとして、

町の保健師さんが高齢者の家庭を訪問し、寝ころんだままでできる簡単なストレッチや

座ったままでできる簡単なストレッチ、はった状態で右手、左足を上げ、また左手、右

足を交互に上げる筋トレ運動を指導した結果、９０歳の男性老人がつえを手放し、日常

生活を取り戻したという報道番組もありました。

神河町では、既に「こつこつ貯筋体操」と「元気や脳教室」や「てくてく教室」、そ

のほかにもいろいろ独自の取り組みがなされて、一定の成果が出ていることと思います。

また、日ごろラジオ体操の放送が流れますと、つい自然に体が動き出します。ケーブル

テレビでは、古田先生の体操番組も放映されておりますし、教室に通われておられる方

は、古田先生への信頼度は高く、人気上々です。このような取り組みの成果は今後大き

くあらわれてくるので、期待できることと思います。

このような状況を踏まえた上での質問ですが、もう一歩踏み込んで、健康の出前指導

として静岡県の川根本町で取り組んでいるような、運動教室に参加できなくて自宅に引

きこもっている人を対象に保健師さんが高齢者の家庭を訪問し、寝ころんだままででき

る簡単なストレッチや座ったままでできる筋トレ運動を指導してはどうでしょうか。

また、隣町の多可町で取り組んでいる敬老の歌体操も、神河町で取り入れて広めれば

よいと思うし、やがて近隣市町へと全国的な運動に展開できないものか。そして、教室

に自分で参加できない人々をターゲットにした訪問指導やミニデイ会場に出向いて出前

教室等を今以上に充実できないか。このような取り組みが健康寿命を引き延ばし、高齢

者の生活の質を高め、健康長寿の神河町、健康保険や介護保険料金が安く、住みやすい

幸せの町として地域創生につながる近道と思いますが、いかがでしょうか、御答弁をお
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願いします。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） それでは、小林議員の御質問にお答えいたします。

小林議員が全国的な要介護となる要因について先ほど述べられましたが、当町の平成

２６年度の介護保険新規申請者の申請理由の第１位は認知症が２０％、第２位は転倒骨

折１ ６％、第３位は関節症１ ４％となっています。したがって、地域包括支援セン

ターは、認知症予防、タッチパネルによる早期発見と転倒しにくい、そしてまた転倒し

ても寝たきりにならない体づくりに力を注いでいるところでございます。

当町では、小林議員が説明していただいたように、健康運動指導士の古田裕子先生の

指導のもと、住民の皆さんへの指導はもとより運動の機会をふやせるよう、住民ボラン

ティアの育成を実施しておりまして、地域での体操教室を運営しています。その効果が

あり、こつこつ貯筋教室について平成２６年度は延べ５４回、実人員２８０名、延べ

４９１名の参加がありました。

また、現在、教室に参加しにくい人や住民が自宅で体操できるよう、ケーブルテレビ

で放映し、自宅で体操されている方もたくさんおられますし、各地域の老人クラブ４０

クラブやミニデイ３５グループの代表者、元気づくりサポーター約２０名のスタッフに、

こつこつ貯筋体操のＤＶＤを配布をし、集落での集まる機会を利用して体操ができる環

境をつくっているところであります。

こうした集まる機会については、介護保険法改正に伴う介護予防⋞生活支援事業や地

域包括ケアシステムの重要な一端を担うことから、老人クラブ連合会では現在、集いの

場づくり事業に取り組むべく、８月末に計４回、延べ１５０名参加のワークショップを

開くなどして取り組んでいます。また、告知放送でのラジオ体操も、事業所や自宅でさ

れている方も多いように聞いております。チャレンジデーの取り組みから朝のラジオ体

操へと健康予防の意識化とともに、体操も定着しつつあります。

小林議員からの御提案では、保健師が希望される方へ出前で個別に筋トレ指導ができ

ないかということでございますが、通常実施している戸別訪問をさらに効率的に進める

ためにも、ミニデイの出前講座や老人クラブを対象に地区巡回教室を実施することによ

り、さらに健康づくり、予防活動の取り組みを広げてまいりたいと考えているところで

あります。

以上、答弁とさせていただきます。

○議長（安部 重助君） 小林議員。

○議員（10番 小林 和男君） 我が町は、いろんな取り組みがなされて、先進的でいい

方向に進んでいると思います。ですから、教室に通われる方は、自分で運転して自分が

移動できて、そういった関心がある人みずから進んで来る方やから、きっとこれは将来

大きな成果が出ると思います。これはいいことだと思います。ところが、家から出たく

ないというふうな、また会場に行きたくても行く手段を持てないというふうな方ですね、

－２５０－



そういった方にもう一歩手を差し伸べたらどうかというふうなことなんですけども、今

の答弁では、ミニデイの指導者に、こつこつ体操とか、いろんなノウハウを習得しても

らって、それでミニデイ自体をそういった健康教室に改編していくというふうな、そう

いった方向性が見えたんですけども、それも今までから見ると数段にすぐれていいこと

だと思います。

ところが、自宅で引きこもっている方には差し伸べるという思いは見えなかったこと

と、それからもう１点、隣町で取り組んでいる介護予防「きっとありがとう」体操をこ

の神河町でも実施できないかということを質問に上げたと思うんですが、その答弁をい

ただいておりませんので、そこら辺をもう一度御答弁をお願いしたいと思います。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） もう少し説明をしておけばよかったと思うんですが、個別に筋

トレ指導ができないかという点について、私のほうからは、通常実施している戸別訪問

をさらに効率的に進めるためにという答弁をさせていただきました。細かい部分までと

いいますか、具体的な表現ができていないんですが、通常実施している戸別訪問、そこ

に簡単な運動であるとか、そういうことは実施しているというふうに私も聞いておりま

すので、それはそれとして取り組みながら、さらにミニデイ等も、出前講座等も積極的

に取り組んでいきたいというふうに考えているところでございます。

それと、多可町で取り組まれている部分についてでございますが、神河町は既にラジ

オ体操というところから今広げているところでございまして、今のところ多可町が取り

組んでいるＤＶＤ等を活用して神河町も取り組むという、そういうところにまでは今至

っていないというところで、神河町としては、今取り組んでいるところをさらに広げて

いきたいなというふうに思っているところであります。おっしゃられるように、一番問

題なのは、外に出られない、家にいらっしゃる高齢者の方、要介護の方々をどう元気に

していくかというのが重要であるということは十分認識しているところでございます。

○議長（安部 重助君） 小林議員。

○議員（10番 小林 和男君） 今のお言葉では、既に個人訪問、介護保険の適用を受け

てる方に指導をしているというふうに受けとめたんですけども、介護保険にお世話にな

る前の引きこもりの老人ですね、そういった方にも手を差し伸べていただけないかとい

うのが私の思いなんですけども。それと、私の全国平均のデータはテレビ番組で得た情

報なので、我が町の実態と違っていたということで、認知症が１位というふうなお答え

だったんですけども、認知症にしたって転倒にしたって、どっちにしても、そういった

要因は潰していかんとだめということなんですが。認知症予防に効果があるという、タ

ッチパネル式で早期発見というふうなことが言われてますけども、簡単な日常生活で認

知症予防の効果があると報道されておりますのが、３０回以上よくかんで食事をすると

いう、一口３０回以上食べる、食べるたびに３０回数えて、かみ砕いて飲み込むという

ふうなこと、それはもう昔からずっと言われてることなんですけども、最近、そういっ
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たことがまた見直されて、大きく報道されております。

かむということは、かむときに唾液が出ます。アミラーゼというでん粉を分解する物

質なんですけども、それを出そうという信号が脳から来ておりまして、脳とかむ、そし

ゃくということがすごく密接に連携しているという結果報告が出ております。ですから、

そのアミラーゼを出すという作用の信号のときに、脳細胞の老廃物であるアミロイドベ

ーターが血管に送られて、脳からアミロイドベーターが、老廃物が血管に送られて脳が

すっきりとするという、それが認知症予防につながるという結果報告が出ております。

何もお金も要らないし、ただ食事をゆっくりとかんで、３０回以上かむことによって健

康、また脳が活性化するので、子供の成績も、朝、朝食をゆっくりようかんで食べると

勉強が頭によく入るというふうな報告も出ておりますので、いろんなことで健康につな

がる。

また、そのほかにもまだ食事なんかもいろいろあるんです。食事は今回通告しており

ませんので、また次の機会で食事についての質問をしますけど。ただ、認知症が１位で

あるんであれば、よくかんで食べるというふうなことをケーブルテレビとか、そういっ

たことで町内全員がそのように健康づくりにつながってすれば健康も増進しますし、認

知症も、介護保険も安くなると、いろんなことでいいことばっかしにつながっていきま

すので、その辺のところをお伺いいたします。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 神河町の実態については認知症が第１位やということを単純に

言ったまででございまして、全国平均と神河町が違うんだというところを強調して答弁

をしたということではございません。ですから、認知症になった原因というのがどこに

あるのかと。それをずっとたどっていけば、実は転倒骨折から始まったんだよというふ

うなことも十分あろうかというふうに思うところでございます。したがって、やはりい

ろいろな提案を毎回いただいておりますので、そういった提案を私どもは真摯に受けと

めて、今進めている介護予防、健康増進というものをさらに発展をさせるために何をす

べきなのかというところを常に前向きに捉えて取り組んでいきたいなというふうに考え

ているところであります。

ただし、神河町が現在取り組んでいるいろんな教室は他町にはない独自の取り組みで

あるというふうに私も思っておりまして、決して他町におくれをとっているということ

ではなく、先進的にやっているというふうに自負しているところでございます。職員も

一生懸命頑張っていると。いろんな提案も受けているわけでございまして、私のほうか

らは健康増進に関することはどんどん、いろいろと提案を上げて予算化しようではない

かというふうに常に健康福祉課のほうには言ってるところでございます。小林議員のい

ろんな提案を今後の政策に生かせていければというふうに常に思っているところでござ

います。以上です。

○議長（安部 重助君） 小林議員。
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○議員（10番 小林 和男君） 通告にはなかったことなんですけども、よくかんで食べ

るというふうな運動のまた研究をしていただきたいと思うのが１つと、もう１点、隣町

の多可町でやっている介護予防「きっとありがとう」健康体操というやつね、それ議会

は研修で行ってＤＶＤをもらってきたんですけども、そのＤＶＤは見られましたか。も

し見られておれば、その感想をお聞かせください。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 私は、多可町で取り組まれているＤＶＤについては見ていない

わけでございます。ＮＨＫのほうで、静岡県の取り組みにつきましては見させていただ

いたところであります。ああいうきめの細かい取り組みをするというのは、行政にとっ

て非常に重要だなというふうに思っているところです。

○議長（安部 重助君） 健康福祉課長、答弁何かありますか。

健康福祉課長。

○健康福祉課長兼地域局長（大中 昌幸君） 健康福祉課、大中でございます。先ほどか

らの御質問の中で、多可町のような「きっとありがとう」体操みたいなのを神河町では

つくる予定はないのかという御質問なんですけれども、今、計画中なんです、実は。ま

だ具体的にはしてませんけども、２７年度、２８年度、ケーブルテレビがこれまでの一

般的な、ハイビジョンに対して普通の昔ながらの形で、ハイビジョンでなかったことか

ら、ハイビジョンになりました。それで、前のこつこつ体操がハイビジョンではない状

態で録画されてますので、２７年、２８年を目標に、また古田先生に講師になっていた

だいて体操を開発しようという方向で包括支援センター等が今考えてるところでござい

ます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 小林議員。

○議員（10番 小林 和男君） 今、課長、新しい健康体操をつくるという計画、思いが

あるというふうにおっしゃったんですけども、つくるのもいいですけども、多可町のＤ

ＶＤをまた議長の承諾を得て、そちらへお渡ししますので、１回見てもらって、敬老の

日というのは多可町の八千代区が発祥の地でありまして、そこの発祥の地が思いを込め

てつくったものであって、今、全国規模で国民の休日として敬老の日というような休日

になっております。ですから、隣の町にいいものがあって、それは著作権の問題があり

ますけど、いいよと言われれば、それを流用させてもらって、同じ方向で健康づくりに

利用できたら、つくるコストも何も要らず、敬老の思いも伝わるし、一石二鳥じゃない

かと思います。また、この間いただいてきたやつを議会の承諾を得て、またそちらへお

回ししたいと思いますので、参考にしてほしいと思います。

○議長（安部 重助君） 健康福祉課長。

○健康福祉課長兼地域局長（大中 昌幸君） 健康福祉課、大中でございます。一度また、

うちの包括支援センターの日野保健師が中心となってるんですけども、一度見せていた

だいたり、また古田先生にもそれを見ていただいて、いいところはまねをしたりする方
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向で、もしそういう新しいＤＶＤをつくる方向であれば参考にさせていただきたいなと、

このように思います。以上です。

○議長（安部 重助君） 小林議員。

○議員（10番 小林 和男君） 私の意とするところは大体伝わったと思います。今のよ

くかんで食べるというふうな私は思いを持ってるんですけども、これは通告になかった

ことなので、もしかそれに対する取り組んでみようという思いがあるようでしたら、ど

なたか御答弁いただきたいんですけども。

○議長（安部 重助君） あえて。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 先ほど答弁させていただきましたように、いろいろな提案をい

ただいています。いろんな提案については受けとめさせていただいて、活用できるとこ

ろはどんどん活用させていただいて、それが結果、健康寿命ということで日本一になれ

ばというぐらいの強い思いでやっていきたいということでございます。

○議長（安部 重助君） 小林議員。

○議員（10番 小林 和男君） 私の思いは一応十分に伝わったように思いますので、こ

のたびの質問はこれで終わります。ありがとうございました。

○議長（安部 重助君） 以上で小林和男議員の一般質問が終わりました。

○議長（安部 重助君） 次に、９番、三谷克巳議員を指名いたします。

三谷議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） ９番、三谷です。それでは、通告に基づきまして農業振

興⋞農地保全対策事業について質問をいたしたいと思います。この内容につきましては、

去年の９月定例会でも国の農政改革を受けての農業施策について質問をいたしたところ

でございますが、再度、町の農業政策、また農業振興対策事業について質問をいたした

いと思います。

御承知のとおり、神河町は１次産業を基幹産業として発展した町でありますから、こ

の１次産業が発展しなければ町の発展はないかと私も思ってますし、町長自身もそのよ

うな発言をされているところです。また、地域創生と昨今言われてますが、地域創生の

基本は、地域資源を活用していくことであるというような話もよく聞くところでござい

ますが、つまり神河町は１次産業が元気でなければ町は再生をしないではないかと私自

身は思っておりますので、そのような考え方の中で今回、質問をしていきたいと思いま

す。

神河町の山林、農地ですね、これは町の重要な地域資源でありますし、これは景観形

成や、それから災害の防止としての機能を持っています。これらを有効に活用していく

ことが、また保全していくことが町の振興につながるとも考えてます。しかしながら、

神河町の農業経営の現状を見ますと、人口減や高齢化によって担い手の確保が喫緊の課
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題になっているという状況です。また、昨今の農政改革では、経営の安定を求めること

から効率化、それから採算性が目指されておりまして、山間部の労力負担が大きい、ま

た採算性の低い農地は保全すら困難になっているという状況でありまして、農業の衰退

が危惧されています。これらの対策、農業振興対策なり保全対策を実施していくことが

私自身は非常に大事であるというように考えております。

前回の質問のときにも言いましたが、神河町は非常に広いので、地域の地理的条件、

また社会的条件が非常に異なっておりますので、農業政策についても画一的なものでは

なく、地域の実情に応じた対策事業を考えていく必要があるのではないかとも思ってお

るところでございます。前回は、山間部におけますところの施策の質問でございました。

その際の答弁では、町独自の農業振興事業の展開は必要であるとのことでしたが、その

後の取り組み状況の内容についてお尋ねをしたいと思います。

また、近年は地域創生という中で、地域創生のキーワードとしては、まち⋞ひと⋞し

ごとということが一つのキーワードになってるわけです。仕事の中には農林業の振興と

いう視点もあるわけですが、やはりこういう視点の中で一つ、まち⋞ひと⋞しごとの中

に物という農業施設というんですか、農業資源ですね、これを加える中で、このように

しっかりと総合戦略というんですか、その中で位置づけて、それを実行していくことが

神河町の地域創生にもつながっていくんじゃないかと思いますが、そういうふうな観点

の中からも神河町全体の農業政策をどのように考えてるか、お尋ねをしたいと思います。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） それでは、三谷議員の御質問にお答えいたします。

まず初めに、昨年の質問に対する回答についてであります。私のほうからは、我が町

には山間部の生産性が低く、作業効率の悪い、労働負担の多い農地も数多く存在します。

中山間地域の直接支払い制度に継続して取り組みたくても、人口、年齢構成から取り組

めないようになってしまう可能性もあると思いますので、神河町地域農業再生協議会や

農会長会議を通じて、主食用の水稲の生産や非主食用の水稲の生産、転作としての畑作

物の生産について、国の交付金事業としての経営所得安定対策や農地中間管理機構制度

等を最大限に活用していきながら、農業生産を実施する方法について引き続き協議して

まいります。

あわせて、国の統一的な考え方では神河町にとって不向きであろうと思われる場所等

については、町独自の農業振興事業を展開する必要があるという点も踏まえ、神河町地

域農業再生協議会においても高齢化、担い手不足に対応するための地域農業再生計画に

基づくビジョンづくりを進めておりますが、この中でも協議を進め、具体化を図ってま

いりたい、議員御指摘の意見交換できるシステムづくりを進めてまいりたいというふう

に私、答弁をさせていただいたわけであります。

それ以降の地域農業再生協議会につきましては、１０月、１月、そして本年この４月

と開催をしてまいりました。１月は、米の生産調整に係る協議で終始した状況でありま
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して、１０月には、町全体としての農業を考えることが必要であるとの認識では一致を

いたしたところでありますが、飼料用米や枠外の酒米等の水稲作、薬用作物ということ

でドクダミなどの栽培等の話は出るものの、具体的な作付面積に及ぶ取り組みまでは話

が及んでおりません。

一方、人⋞農地プランの中で、地区ごとの話し合いは進められておりまして、長谷地

区では、農会レベルの話し合いの中で稲作の後継者対策問題が、また越知谷地区では、

営農組織として地区全体として考えていくべきとの方向で進められているのが現状であ

ります。小田原地区につきましては、話し合いの設定までには至っておりませんが、各

地区で法人化による取り組みを研究していただいている状況であります。このように大

きく具体化が進められたという状況にはありませんが、それぞれの地域で山間部の生産

性が低く、作業効率の悪い、労働負担の多い農地現状の共有が進められつつあるという

点では、これからが出発点であると考えているところでございます。

特色ある農産物や生産方法の導入については、その土地の地理的条件や労働力等を考

慮しながら、現在、サンショウ、自然薯、そしてドクダミ等の薬用作物の生産推進を引

き続き図っているところでありますが、特色ある安定した農産物の生産というところに

まではまだ途上であろうというふうに思っております。

しかし、御承知のように、６次産業化も進めているところでございまして、自然薯や

ユズ、そしてまたブドウ、ブルーベリーというふうに素材生産をしっかりとやっていき

ながら、自然薯だしとろろの６次産業化、そしてまたユズにおいてもユズ加工食品、そ

してまた本年３月に条例制定をさせていただきましたユズ酒についても、また本年度も

量産体制に入ろうという状況でございます。ブルーベリーについても、引き続き生産拡

大の方向で今取り組んでおります。ブドウにつきましても、宮野のブドウ園であったり、

また山田においてもブドウは栽培をしていただいているという状況であります。口コミ

による本当に広がりが出てきているというのも事実でございます。

また、昨年度に特産物パイプハウス設置補助事業ということで２棟設置するという中

で、アスパラガスやホウレンソウの栽培の推進など施設野菜への取り組みについても進

めておりまして、また今年度からは特色のある水稲栽培への取り組みとして、杉営農で

「保田ぼかし」を利用した稲作についても実施し、兵庫認証ブランドとしての認定も受

け、付加価値のある水稲栽培にも取り組んでいただいております。

その他、若いオペレーターの育成や猟友会員の確保についても、各組織で将来計画を

描いた上での農林業後継者育成支援事業により、５５歳以下のオペレーター候補者１名、

猟友会員１名の確保対策の取り組みをしていただいております。また、営農組織のない

地区については、機械利用組合だけでもつくって、みずからの地区の農地についてはみ

ずからで守っていかないかといったような検討や、認定農業者を通じた担い手の確保対

策も積極的に実施していただいているところでございます。しかしながら、長続きしな

いという現状も実はございまして、次の手を模索している状況でもございます。
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神河町地域農業再生協議会における水田農業ビジョンにつきましては、平成３０年に

米の需給調整、米の直接支払い交付金の廃止など農政が大きく変わろうとしている中、

国の農業施策等も見据えながら、神河町に合ったビジョンを作成し、実施していくこと

が重要と考えています。また、人⋞農地プランの協議⋞作成の場についても順次進めて

いる状況です。引き続き各地域で最大の課題である担い手の育成確保を進めながら、そ

れぞれの地域に合った農地の利用を地域での話し合いを中心に対応を図っていく必要が

あると考えているところでございます。

参考までに、人⋞農地プランの策定状況ということで、寺野と新野⋞野村⋞比延、山

田、中村、吉冨、杉、南小田におきましてはプランが策定済みでございます。そして現

在検討協議中である地域でございますが、粟賀南部、長谷地区、越知谷地区、高朝田、

大山につきましては現在検討協議中でございます。

一方、多面的機能支払交付金事業でございますが、平成３０年度までに地域資源保全

管理構想の策定が全活動組織３６集落に義務づけられていますので、この構想の策定に

向け、説明会の開催や各集落に出向き意見交換等を実施をしてまいります。この構想を

策定する中で各集落の将来の営農についてみんなで話し合い、課題と解決策についてよ

り一層の方策を地域と一体に考えてまいります。

この構想と関係が深い人⋞農地プランとも一体的に作成ができるよう協議を重ねる必

要もございますが、一番は農地の受け手問題でありますので、地域農業の将来を担う人

材をどう確保するか。例えば就農を希望するＩターン⋞Ｊターン⋞Ｕターン者の受け入

れ体制の整備等、構想の中で目標が設定できればと考えています。

中山間地域等直接支払交付金事業におきましても、交付金の有効な活用方法を考える

ことを目的に、これまでの取り組みの内容の確認と今後の取り組みについて対象集落に

出向き、意見交換会等を実施しているところでございます。

中山間地域の農地について、農地中間管理事業で２０年以上の農地の借り受けをし、

軟弱野菜等を作付したいといったような希望者も出てきたことから、このような借り手

へのマッチングについて協議を重ねた上で進めていくことも今後必要と考えているとこ

ろでございます。

地方創生における人⋞物⋞仕事の視点から、農業政策ですが、現在集落営農を法人化

することにより経営上の各種決定を素早く実施できるといったメリットがありますので、

その法人により稲、麦、大豆の土地利用型作物経営からの脱却や、みずからの加工、販

売への取り組み、いわゆる６次産業化が進むことにより人⋞物への動き、地域経済活動

が生まれてまいりますので、各種関係機関とも共同しながら取り組む必要があると考え

ております。

三谷議員からの御意見いただきました。もともと神河町は１次産業が中心であった。

したがって、地域創生、神河の将来も含めて１次産業をしっかりと方向性を見定めるこ

とが重要だというふうに言われました。私もそのとおりであると思います。
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先日、第４回の地方創生の戦略会議が開催をされまして、その中でも意見が出ており

ます。農業政策において６次産業化をさらに推進するということは当然のことだけども、

やはりその根底にあるのは１次産業の方向性をいかに将来にわたって確立できるかとい

う、ここが重要だというそういった御意見もいただいています。その部分をしっかりと

定めていくことで、６次産業化がより大きな効果が出るというふうに考えているところ

でございます。

以上、答弁とさせていただきます。

○議長（安部 重助君） 三谷議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） ９番、三谷です。先ほど町長、それぞれ去年以降の取り

組みの中でいろんな具体的な例もしていただいて答弁いただいたんですが、ここで１点、

私自身の考え方の中で町長がどのように思われているかという部分での質問をしたいと

思います。

私、常に言うとるわけですが、神河町は面積が広いですよ、そして地理的条件、社会

的条件が違いますよという中で、それで地域の実情に応じたという分の施策が必要です

という話をしています。先ほど例が町長のほうから出ましたように、現在で人⋞農地プ

ランが策定されているところ、この地域を見ますとやっぱり南部の比較的効率的な農業

生産ができるところですね。それから営農組合組織の話も出てましたが、これもしんこ

うタウンを除く３９集落のうち２７集落が組織化されています。それもやはり南部で山

間部ですね、上小田とか川上とかそれからそういう部分については組織化されてない。

また、営農組合の中でも法人化されているのは４組織であって、これは特に面積の大き

い吉冨とか山田とか中村ですね、やっぱりこういうとこです。こういう現状を見ますと、

やはり神河町の農政を考えるという話をしましても一本じゃない。やっぱりそういう条

件が違いますというところの区分をして、それぞれ考えていかなあかん。

そしてその中で今の国の農業政策を見ますと、明らかにその採算性を求めるというん

ですか、言葉を悪く言いますと採算性の悪いというんですか、そういうところの農業に

ついては切り捨てると言ったらおかしいんですが、手を施してないなというような施策

に見受けられますので、やはり神河町においては農業施策については二本立てで考えて

いく必要があると思うんですが、この点について町長はどのように思われますか。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 三谷議員おっしゃられるとおりやと私は思っております。２つ

の側面から考えていくべきだというふうに考えております。

○議長（安部 重助君） 三谷議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） ９番、三谷です。そういう中で、今回集落の懇談会に出

て回った中でやはり地域が違えば話も変わるなと思ったのは、南部地域、その水路の水

が足りませんよという話が出たんですね。それはなぜかというと、３０年度で減反政策

がなくなりますと全ての田んぼを水でつくりますんで、今の水路の断面では水が足らな
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くなるというような話が出てました。一方、山間部に行きますと、谷川の水がなくなっ

て棚田というんか、そこに水が引けないんですよというような話が出てましたんで、そ

ういう話の中で水路一つとっても神河町の地理的条件というんですか、そういう中での

政策を考えていかなあかんなと思います。

その中で、特に一つは南部地域というんですか、比較的効率的な農地を有している地

域の分の話ですが、先ほどの話でしたらいろんな６次産業化に向けての取り組み、また

パイプハウスですか、それから酒米でしたか、そのような分で取り組んでおられるとい

うことで十分承知はしとるんですが、しかし私が一つ心配するのはその３０年度の減反

政策が廃止されたとき、これ全国的に今まででしたら大体平均で半分の田については米

をつくらずに数量調整をしていたというんですが、これが全国一斉につくってもいいで

すよということになれば、今の分で米が足りておれば半分の米が余ってしまうという現

象になります。ということになりますと当然経済の法則の中で価格競争が始まりますん

で、それからもう一つ、その減反政策がなくなることによって、今の、古い言い方です

けど例の戸別所得補償ですね、これもなくなるという中になれば、米をつくるというこ

とについての採算性、もしくは魅力が非常に減退するんじゃないかと私は思うんです。

そういう中で、どのように３０年以降水稲の問題をどう考えていくかということですね。

その中で、一つはこの前、下呂温泉のほうへ行ったときに、ホテルに泊まったときに

そこで当然食事しますんで、そこの仲居さんがこれは下呂温泉の米ですというような話

をされていました。今、何とかヒメという、名前は忘れてしまったんですけど、何とか

ヒメですよという仲居さんが説明をして、これは私たちの地域の特産の米です。お帰り

には売店でこの米を買ってくださいというような話をされていましたんで、現在、神河

町の米は多分兵庫米という形の中で市場に出回っていると思うんですが、これを例えば

神河町の米は非常においしい米ですから、神河米という一つのブランド名というんか、

そのようなことをつける中で３０年以降の米の競争に勝っていくというようなことも考

えていかなければならないかと思っているんですが、そのような点について比較的効率

的な経営ができる地域で今後の農業政策いうんですか、改革。また、特にこれはＴＰＰ

の問題も絡んでいますんで、そのような分の中で今後どのような考え方で農業を進めて

いくか、この点についてお尋ねしたいと思います。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 最初の答弁で申し上げたところなんですが、地域農業再生協議

会の中でやっぱり方向性は定めていきたいなというふうに思っているところでありまし

て、現在その作業がまだ途上であるというところでございます。

三谷議員御指摘のこれからの農業政策という部分も十分承知した中で、神河町にとっ

てよりよい農業をどう描いていくかというところを今後も引き続き取り組んでいきたい

というふうに考えているところであります。

○議長（安部 重助君） 三谷議員。
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○議員（９番 三谷 克巳君） ９番、三谷です。取り組んでいく姿勢はよくわかるんで

すが、農業は水稲でしたら年に１回しかつくれませんので、３０年度いう分になっても

あと３年あるという感覚ですが、作物についてあと３回しかつくれないというそういう

分の危機感の中でのいろんな施策を考えていかなければならないと思います。

それから、先ほど下呂温泉の例で説明しましたが、例えば神河町の特産品としてユズ

という話が出ていました。ユズも根宇野で年間６０トンから９０トンぐらいの生産量と

聞いていますが、町全体であと大河とか上小田とかでつくっておられるんかわからない

んですが、全体で何トンほどの年間つくられているか。そのつくる供給量がどれだけあ

って、それに対して需要がどれだけあるかというような分をそれぞれ町が示さなければ、

なかなか生産者のほうも取り組めないと思います。

それから、もう１点、ゆず酒条例までつくってやっていますが、例えばそのゆず酒が

まだ町内の酒屋さんに置いてないという話。それからこれは去年途中からの取り組みで

したんで、そのゆず酒の生産、ユズの材料がなかったんだろうと思うんですが、このた

びはふるさと納税の商品の中にゆず酒が入ってない。ゆず酒の多分原料がないからお礼

の品の中にゆず酒を入れられないというような話も聞いたんですが、このような中でや

はり生産する側にしてみたら需要がどれだけあるかという目標、それがある中で取り組

んでみようかと思うんです。確かにそれは農業ですから、自分たちで考えなければなら

ないという部分はあることはよう承知しているんですが、これだけ農業施策が難しくて

全国競争になるなという中では、やはりいろんな情報を集めて情報を提供するというこ

とが非常に大事になってこようかと思います。

それから、その中で一つは神河町の農産物が一つの特産品というんですかブランド化

するためには、一つは町内でどこでも買える、町内の人が全てそのこと知っている、ど

こでも提供を受けられるというような政策というんですか、そのようなことがあって初

めて１次産業というのか生産のほうが活発になるんじゃないかと思うんですが、その辺

についてはどのように考えられますか。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 今後の取り組みというところで、ゆず酒の取り組みであるとか

私ども執行部、行政としての取り組みの弱さというところも御指摘をいただいたところ

でございます。そこは真摯に受けとめさせていただきたい。大いに反省すべきだという

ふうに私自身思っております。

しかし、結局のところもう職員一人一人一生懸命頑張っているところではございます

が、より職員一人一人が今の現状を捉えて、神河町に何が必要なのかというところを本

当にお互いが共通理解を持つ。そしてそこからといいますか、並行して町民一人一人も

同じ感覚といいますか実情を理解していただくという、そういう気持ちにならないと次

に進まないというふうに私は思っております。そのことを今、三谷議員が言われたとい

うふうに思っております。

－２６０－



何をするにしても現状をきっちり捉えていくという、捉えることからしか始まらない

ということですので、私は就任してからまず神河町を知ることだと。隅々まで神河町を

知り尽くして、そしてそこから新しいものが見えてくるというふうに思っております。

そう考えると、まだまだ隅々まで知り尽くしたのかといえば、できてないというふうに

思います。でもそれがしっかりできないと次に進めないということをやっていたらいつ

までたってもできないので、見えてきたところから進めていかなければいけないという

ふうに思っております。

きょうも三谷議員の御意見につきましては執行部全員が聞いてくれておりますので、

そういった御意見しっかりと受けとめさせていただいて、私ども一つになってこれから

の農業政策のデザインを描いていきたいというふうに思っております。行政だけではで

きません。町民の皆さんの協力、理解なしにはできないというふうに思っております。

○議長（安部 重助君） 先ほど、神河町でユズが何トンぐらいとれるんかという質問も

あったように思うんですけども。

どうぞ、続けてください。三谷議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） ９番、三谷です。確かに先ほども言いましたように農業

はやっぱり１年に１回しか、作物によって違いますけど１年に１回しか挑戦できないと

いう部分がありますんで、ゆっくりした取り組みはできないと思いますんで、そういう

中で先ほど町長が言われましたように神河町は非常に広うて、農業の現状も非常に異な

ります。そういう中で、それぞれ職員も地域の現状を知る中でそれを住民の人に知らせ

ていく。そして神河町全員で一つの農業を立ち上げていかなあかんなという部分での話

については理解できますんで、今後そのように進めていってもらいたいと思います。

よく言うんですが、特産品という話の定義の中に一つあるのは、その地域に住んでる

人がみんな特産品やと思ったらそれが特産になるということなんです。というのは、そ

れは日常、米でしたら朝昼晩神河町の人が御飯を食べている。それが神河町のお米です、

それが神河町の特産になりますという、こういう発想の中でこの神河町農業全体を考え

ていってもらったらいいんじゃないかというように思います。

あと、次がもう一つは、この農業という部分の中でどうも国等の農業施策の中から取

り残されていきそうな気がしています山間部の農業なんですね。私は、そこについて農

業振興施策というよりも、農業保全対策という部分での観点から質問をしたいと思いま

す。

先ほど出ていました多面的機能支払交付金事業ですか、これも非常に悪う言うたら融

通性があるというか、非常に便利な事業なんです。ちょっとしたことが直せるという分

で、非常に地域で農業をやってる人間としては助かる分なんですけどね。このような非

常に効率的な交付金事業でも３９集落中３６集落という、３集落が取り組んでおられな

い。これはやっぱり人の問題なんですね。確かにこれは農業振興地域が対象になります

から、入ってくる金額が少ないからそれに対するいろんな書類をつくる関係でメリット
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がないなという判断なのかもしれませんが、私はこの取り組んでおられない３集落につ

いてはそこに既にそういうきっかけをつくるという、担い手というんか、それに従事す

る人がいないというような集落も現実にあるんじゃないかなというように思っていると

ころでございます。

そういう中、特に神河町では農業振興区域というんですか、農振区域外については約

２割ほどあると思うんです。１０年前の農業センサスですか、あれでは耕作放棄地が６

ヘクタールほどやったと思うんですが、実際その農振区域外については約２００ヘクタ

ールほどあるんですね。その中で耕作放棄地が２０１０年では６ヘクタールということ

になっているようなんですが、現状ではもっともっとふえていると思うんですね。実際、

私その実態まではわからないんですが、これも急速にこの耕作放棄地が進むということ

であると思います。そうなることによって、農地というよりも災害防止上の問題につい

ても非常に懸念される部分がありますんで、この部分については早急に対策をしていか

なければならないというとこなんですが、何か人が少ないという分の中で、ましてや同

じ農作業をするにしても非常に労力の負担が多いんですね。その中で特に多いのが、や

っぱり草刈りなんですね。これ南部の……。

○議長（安部 重助君） 三谷議員、まだ大分続きますか。続くんであればここで休憩し

ますけど。

○議員（９番 三谷 克巳君） なら、この質問が終わったら。もう少しだけ。

○議長（安部 重助君） そうですか、続けてください。（「カメラの放送が切れるん

で」と呼ぶ者あり）もう既に放送切れてますけど、よろしいか。（「だから後のほうが

ええと思います」と呼ぶ者あり）

○議員（９番 三谷 克巳君） 続けて、今の分で質問しますんで、お願いします。

○議長（安部 重助君） わかりました。

ここで、昼食のために暫時休憩いたします。再開を１３時ちょうどといたします。

午後０時００分休憩

午後１時００分再開

○議長（安部 重助君） 再開します。

午前中に引き続きまして、三谷克巳議員の一般質問を続けます。

三谷議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） ９番、三谷です。それでは、午前中に引き続き質問をさ

せていただきたいと思います。

午前中は、比較的作業効率がいいという地域での農業振興策という分での質問をしま

したが、これから作業効率が悪いというんですか、部分です。これは山間部のほうに集

中してくるかと思います。これについては当然農業振興地域外というんですか、圃場の

整備がしてないという部分が主となろうかと思います。
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そういう中で、先ほど言いましたように２０１０年の農業センサスでは耕作放棄地が

６ヘクタールほどありますよという統計が出ていましたが、現状ではもう少し、もっと

もっとふえているんじゃないかと思います。この中で、確かに作業効率が労力負担が多

い、または作業効率が悪くて採算性が合わないという農地であったとしても、これは環

境保全というんか、災害防止の観点からはこれはもう保全していかなければならないと

いう部分があります。しかしながら、この農地を保全していくには非常にたくさんの労

力が要るという分の中で、なかなか保全をしていく部分は困難です。

幸い、今の分については多面的機能の支払交付金制度がある中で、それを活用しなが

ら徐々に保全をされていっているという状況やと思います。しかしながら、先ほどの説

明がありましたようにこの制度についても３０年度には見直しをされて、何とか続けら

れるんじゃないかなというような思いもあるわけですが、ところが昨今の農業改正の中

からいいますと、これも油断というんですか、安心はしていられない部分であります。

また、同じように中山間地域の直接支払金制度についても、今の国の農業政策からいい

ますと同じような考え方をしていってもいいんじゃないかなというように思います。

このようなもうややもするとすぐにでも耕作放棄地になるような農地について、どの

ように保全をしていくかという部分の話があります。この現状を見ますと、今一番農地

を保全するのに労力がかかっているのが一つは草刈り作業なんです。ですので、今、こ

れも環境の面についての心配はあるんですがグリーンシートいうんですか、草を抑える

防除シートですね、このようなものができています。これも先ほど言いましたように最

近出始めた品物ですから、大体一回そのシートを敷くと５年間ほどもつということなん

ですが、このことによって自然環境にどう影響するかという分での研究というんか、そ

の辺の心配はしていかなければならないんですが、山間部では棚田へ行きますとのり面

ですか、４メーター、５メーターというようなのり面がありまして、同じように草刈り

するのに４回に分けて草刈りをせなあかんという部分の非常に労力がかかります。この

ような分を中心に、そのようなシートについては町独自で補助制度を設けていくかとい

うような考え方もいいんじゃないかと思います。

確かに補助金に頼るような農業については長続きはしないというのは十分承知はしと

るんですが、しかし一方ではこのような補助金があるがゆえにそういう農地保全に取り

組めましたというような考え方はありますんで、これについても一遍考えてもらいたい

なと思います。

その次に労力がかかるのが水の管理ですね。特に棚田ですとなかなか水もちが悪いと

いうんですか、あります。そういう中で畦のコンクリート化、これに対するような補助

金についてです。

それから、地域によっては圃場整備で分割田があると思います。今はその分割するの

に分割ブロックいうんですか、あれをしています。それがもう圃場整備が済んで大方３

０年近くたっていますと、どうしてもすき間があいて隣同士の田んぼの中での水漏れと
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いうのが発生する中で、同じ作物をつくらなければ、品種とか作物が違えばお互いに水

が漏れた漏れんや中でのけんかになってくるような状況もありますんで、このような部

分についても町独自でそういう補助制度を考えていくというようなこともどうかなと思

います。

それから、もう１点は、最近集中豪雨によって川がすぐに増水をします。確かに今、

川の流れが変わってきたというんですか、そういう関係ですぐ井堰の取水口にすぐ土砂

がたまるという傾向が出てくるんですね。これも以前はそうはなかったんですが、これ

も河道の変更という部分の中で極力その河道が、変更というか流れを変えるということ

ですね、の中でそのように土砂の堆積を少なくするような話を県としてもらいたいのと、

万が一たまった場合の土砂の撤去についての助成というんか、それについても考えてい

かなければならないと思います。

確かにこれ全て今言いましたのは個人の所有の田んぼで、自分らでしなければならな

いというのは重々承知をしているんですが、しかしその中でやはりどうしても神河町の

景観というのか、もしくは災害防止という観点からいけばこのような補助制度について

も、確かに個人の財産の分に対する補助金という部分も含まってくるんですが、このよ

うなことを考えていくという部分についての考え方はないかどうか、１点お尋ねをした

いと思います。

○議長（安部 重助君） 地域振興課長。

○地域振興課長（石堂 浩一君） 地域振興課、石堂でございます。三谷議員さんの質問

の中で、３点あったと思います。その中で、グリーンシートでのり面を覆うことと、そ

れと水の管理、そして河川の取水口の土砂という３点があったと思います。

多面的機能の直接交付金事業では、ある程度ソフト面とそれからハード面との補助が

あります。その辺で集落で使い分けていただきながら、農地を守っていただいていると

いう状況でございます。

その中で、どうしてもこの交付金事業で対応できない、そして集落で困っているとい

うことをまたうちの農林業係のほうへ、そういう問題点があったら今後考えていきたい

と思います。

それと、一つ、グリーンシートにしても５年ほどもつんですけども、やはりどうして

も土がやせてきます。その関係で、健全なのり面の保護にはちょっと難しいかなと考え

ております。

それと、３番目の河川の関係で取水口がどうしても河川の流れが変わって土砂がたま

っていく。それを県のほうへ協議してどうかならないのかなということなんですけども、

以前からもどうしてもその取水口に土砂がたまって、小さなユンボを持ってこんことに

は人力ではできないような状況が多くあります。現在のところ大雨とか災害のときぐら

いしか町としては補助はないんですけども、通常の分に関しては今のところ補助がない

ということが現実でございます。以上でございます。
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○議長（安部 重助君） 町長。

○町長（山名 宗悟君） これからの中山間地域における助成といいますか、その点につ

いては地域振興課長のほうから答弁をさせていただいたところでございます。本当に三

谷議員言われるように、南の地域、南部といいますか、中心部においては平地もたくさ

んありまして、そして経営強化という部分で法人化もなされている。そういう部分につ

いては、いろいろな補助制度が逆にある。したがって、逆に中山間地域でこの営農組織

がないということになってくると、もう本当に補助制度がないというのが実態でありま

す。そして、担い手の不足という部分で今後どうしていくんだと。全く同感でございま

す。

これからの方向性としまして、以前にも言ったかもしれないんですが、やはり一つは

経営基盤をいかに強化していくかというのがまず基本にあろうかと思います。しかし、

経営基盤を強化できないエリアもあるわけであって、そこをどうするかというのも一方

で問題、課題が残っております。

そして生産性を上げていく、また安定性を求める。そういうところも重要になってく

るということで、農業は１年に１回しかつくれないというのが一般的という御発言もあ

ったのですが、まさにそのとおりでありまして、それを解決するためにはハウス栽培、

水耕栽培ということで、１年通じて生産性を高めていくという、そういう方法もあるわ

けでございます。水耕栽培等も、これからの神河町の農業という部分で選択肢の一つに

はなるのかなというふうにも思っております。

当然のこととして、ブランド力を高めていくということであります。極力有機農業、

有機栽培に近づけていくような、そういった農業から付加価値を高めていく素材生産と

いう、それも一つの方法だろうと思います。

そして、何よりも担い手不足をどう解消していくかということでございます。これは

地域で担い手が確保できなければこれは地域に求めていけないわけですので、外から求

めていくという、そういう考え方は当然出てくるわけであります。そこで、Ｉターン、

Ｊターン、Ｕターンというそういった政策をどう展開するか。そこには神河町が今まで

取り組んでいます空き家再生、田舎暮らし、そういうところから逆に外から中山間地域

に移り住んでいただいて、そして農業に従事していただきながら生活をしていただくと

いう、そういう仕組みもつくっていかなければいけないというふうに思っております。

個人資産であるものに対して、公的資金がなかなか投じられないという、理解が得ら

れないというふうな考え方もありますが、しかしもう既に中山間地域等直接支払いであ

るとかそういう補助制度も国においてはございますし、また農業ではございませんが、

林業においても山の再生ということで公的資金を投じながら間伐の促進をし、森林機能

の強化をしていることから考えれば、耕作放棄地になっているその農地をやっぱり元気

にさせるためにも、そこに人の手が加わっていくようなやはり公的資金の投入というの

は当然必要になってくるというふうに私は考えております。そういったことを基本に置

－２６５－



きながら、これからの中山間地域の農業を考えていかなければいけないと思っておりま

す。

○議長（安部 重助君） 三谷議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） ９番、三谷です。確かに農業振興を図る中で経営基盤の

強化を図るという話、これはもっともですし、それはそのとおり進めていってもらいた

いと思います。

私が一つ、今、特に今回強調したいというのは、この山間部の農地については経営基

盤とか採算性という話はこれは度外視をせなあかんと思うんです。先ほどもちょっと昼

に話をしていましたが、一人の我々が１年間に食べる米に消費するお金、年間どのぐら

いですかいう質問、そんな話ししとったらね、大体２万円ほどで済むんですね。我々一

人が朝昼晩御飯食べて２万円から３万円です、コシヒカリを食べて。ほんなら２００万

円のトラクターを買うたら、１００年間分の米代でトラクターを買うという。こんな話

をすれば、誰もやっぱり農業をやめようという話になってしまうんですね。ところが、

一方ですが、特に神河町は観光でたくさんの人に外から来てもらいましょうという施策

がある中、道路際の田畑が草が生えていますという話はそれはだめでしょうということ

であると思うんです。

そういう中で、農業の採算性という度外視をなくして、今は私が言いたいのはこのと

にかく農地を保全する方法を何とかしましょうと。そのためには、特にブランド化の野

菜じゃなくてもいいです、とにかく草が生えないように年間保全をするという分での対

策も必要じゃないかという部分なんです。そういう観点で先ほどしましたんで、確かに

町長の話では既に個人の資産といえども公的資金を突っ込んでいるという部分の中で、

先ほどの私が話したような補助制度というんですか、助成制度については前向きに検討

してもらいたいなと思います。

その中で、次、もう１点は、同じように農業、作物をつくろうと思うたとしても次に

出てくるのが有害鳥獣の問題なんです。せっかく苦労してつくったものが、全て猿、イ

ノシシ、鹿に食べられてしまって、それをせっかく収穫前で非常に喜びのとこにそれを

やられますと、一気に生産能力が落ちてしまいますんで、この有害鳥獣の対策について

も防護柵、電気柵それぞれされています。先ほどの町長の答弁の中では、猟友会なんか

での協力の呼びかけもしていますという話が出ていましたんで、本会議で一度質問した

んですが、これは猿の被害だけに限るんですけど、猿の追っ払いの中で実弾による威嚇

射撃ですね、これは確かに空砲よりもはるかに効果があるように思います。しかしなが

ら、実際実弾を使いますとかなりの経費が要りますんで、これについても猟友会との話

し合いがあるならば、その辺についての補助金というんですか、助成金になるかもしれ

ませんけど、それについての理解もしていってもらいたいなと思います。これについて

は、お願いという形の中で今後進めていってもらいたいと思います。

それから、もう一つは、わずかな土地での保全になるかもしれないんですが、神河町
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については新規就農者の所有できる面積が今のところまだ３反という形であります。３

ヘクタールか。地域によっては１ヘクタールというとこがあるんですが、これも例えば

今空き家で転入者等が家に近接した農地があれば、確かにそれは貸し借りの問題で解決

できるかもしれないんですが、できればその辺も特例というんですか、１反という部分

の中での転入された方に自分の農地が持てるというような制度改正も必要じゃないかと

思うんですが、この辺についても考えてもらいたいと思います。これは確かに農業委員

会の管轄になりますんで、その辺についても農業委員会等と話をしていただけたらと思

います。

それでまた、そういう話の中で言ったんは、非常に採算性が悪いというんですか、そ

ういう農地について、今、私が述べたような考え方に対して何か御答弁があったらお願

いしたいと思います。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 生産性の悪い農地についての対応ということでございます。

三谷議員と同じ考えでございます。何もかもが付加価値を高めていくとか、そういう

ことにはならない。しかしながら、気持ちとしてはそういうことを常に基本に置きなが

ら、少量生産でも少しでも付加価値を高めて、それがこの地域内だけに限らず地域外で

の消費につながっていくような、そういうことを常に意識をしながら進めていきたいな

というふうに思うところでございます。

高齢者の方々、もうこれ以上田んぼつくれない、畑もしんどい、無理やと言われる方

が仮に出ても、そこに今まで畑もしたこともない、田んぼもしたこともない。けど田舎

に住んで農業をしながら生活したいという方は、実は全国各地で徐々にふえ続けている

という実態はございますので、そういう方に来ていただいて、何も心配することはない

ですよ、教えていただく方は幾らでもいらっしゃるから安心して田舎暮らししてくださ

いという、そういった田舎暮らしですね、そういうものもこれからどんどん進めていき

たいというふうに考えております。

また、農業を観光政策の一つに捉えていくという、そういったことも十分考えられま

すし、今も都市との交流の中で作畑⋞新田区においては麓で触れ合い事業ですか、そう

いったこともしていただいております。そういう事業をさらに拡大ができるのではない

かなというふうに思っております。

獣害対策も当然引き続き取り組んでまいります。猟友会に対する新たな支援、そうい

うところはまた神河町の有害鳥獣についての協議会もございますので、その中でまた議

論をさせていただきます。

そして、新規就農者に対する農地取得についての規制緩和という部分です。基本は３

０アールということになっておりまして、町内一部の地域で１０アールの規定もござい

ます。三谷議員言われるように農業委員会との関連がございます。農業委員会とも十分

協議していきながら、農地が有効に活用できる、神河町の土地が有効に活用できながら、
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神河の土地の保全ができるという方向をつくっていきたい。

ちなみに、地域創生の戦略会議の中での５カ年計画、その中にも農地取得についての

３０アールの規制緩和という部分も考え方としては盛り込んでいきたいなという思いは

持っているところでございます。以上です。

○議長（安部 重助君） 三谷議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） ９番、三谷です。私、先ほどの質問の中で農地の所有面

積の下限面積が３反という話と、それからその中で単位を訂正して３ヘクタールと言う

たような気がしますんで、３反で現在で言いますと３０アールですので、その分につい

ては訂正をお願いしたいと思います。

確かに今回、私このような一般質問をする中で議員必携なんか読みますと、議員は一

般質問をするときには自分で代案を持って一般質問せえという話があるんですが、実際

この農業政策、農地保全も含めて質問するときほんまにこれ難しいんですよ。これとい

うた特効薬というんですかね、ないんで、きちっとした代案ができない中で質問をしと

るんですが、しかし私、一つの信念と言いましたよね、これも前回も言いましたように

確かに農業という、特に採算性の上がらない地域についてはこれは経営という部分での

考え方をしますとどうしても放棄地になってしまいますんで、やはりこれは一つの言葉

は悪いですけどボランティアとして農業をせなあかんのかなというような思いでおりま

す。

そういう中で、やはり皆さん方でそれぞれ地域で住んでおる方々は同じ思いで悩んで

おられていますので、前回も言いましたようにやっぱり同じ地域の人たち同士で話し合

いして何とか助け合う。やはり先ほど新田ふるさと村の話が出ていましたが、私たちの

地域はこういうことをしていますという部分の情報交換の中でそれぞれの地域でまた新

しいことが見出せるんじゃないかなと思いますんで、そういう部分についての音頭取り

というんですか、リーダーシップとしての部分を町に果たしてもらいたいなと思います。

それから、ちょうどことしから地域推進員さんとかふるさと協力員という制度、これ

はもともとあった制度なんですが、このような方もおりますんで、この地域推進員さん、

どういう形でどういう活動範囲になるかわかりませんが、やっぱりこういう方にもそう

いう今私が言ってるような問題についての一翼を担っていただくような必要もあるんじ

ゃないかと思います。

あとまた話戻りますが、町全体の比較的作業効率のいい部分についての分については、

今後３０年以降、確かに競争が働いてきます。その中で経営基盤は当然強化していかな

あかんのですが、そういう地域でつくるものが一つのブランド化という話の中で、やは

り１次産業でつくったものが神河町内の２次産業で加工され、そしてそれが神河町内の

３次産業で消費されるという一つの農業、林業、１次産業の部分についての分が神河町

の中で循環していくというような、このような政策も必要ではないかと思います。

これについては、当然じゃどれだけの需要があるのか、どれだけの協力ができるのか
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ということを役場のほうがきちっと数字をつかんで、そういうことを示す中でどうしま

すよというようなことの分の中で、この部分についてもやはり役場がリーダーシップと

いうんか、情報提供なりリーダーシップをする分が非常にたくさん出てこようかと思う

んですが、この辺の部分についてどのように思われるかお尋ねをしたいと思います。

それから、最後もう１点だけですが、今まで言いましたように地域創生も含めてこの

１次産業の振興の部分ですね、これ非常に難しいし作業も事務の内容も非常に多くなり

ます。そういう中で、一つは役場の中での組織体制をどうするかという話です。今のと

ころ地域振興課は課長なり参事おられますが、非常に守備範囲が広くて非常に１人とい

うんですか、今の体制の中でこのような大きな問題というんですか、がビジョンも含め

た中で対応していけるかどうかという部分も私は少し心配する部分がありますので、そ

ういう役場内での組織体制の確立も含めて検討していく気はないか、この点についてお

尋ねをしたいと思います。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 町全体の農業ということで、１次、２次、３次それぞれの産業

について町内で循環をしていく。もう全くそのとおりでございます。その方向で進めて

まいりたいと考えております。

それと、地域創生に向けての１次産業である農業、林業をさらに推進するために、人

員配置も含めて組織改革等も必要ではないかということでございます。

私も同じように思うところでございます。一方で、定数管理という中で、今、合併し

て１０年間取り組んできたところでございまして、行革審議会の答申からいけばさらに

これから削減をしなければいけないという、そういった答申も出ているところでござい

ます。その中で、新たに課を設けてというふうなことを考えたときに、総体が決まって

いる中でさらに細分化していきますとやっぱり頭数の問題がございますので、やはりい

ざというたときに動きが非常に柔軟性をとれるような環境は必要なのかなというふうに

も思っているところでございます。今の地域振興課、非常に守備範囲が広いわけであり

ます。もうおっしゃるとおりです。議会のほうにも管理職２人が出席しているというと

ころではございますけども、神河町の１次産業をさらに発展させるために、適正職員配

置についてしっかりとこれから考えて配置をさせていただきます。

○議長（安部 重助君） 三谷議員。

○議員（９番 三谷 克巳君） ９番、三谷です。もう時間ありませんので、最後に一言

だけ。

○議長（安部 重助君） 大変残念ではございますが、ブザーが鳴りましたので三谷議員

の一般質問をここで終わらせていただきます。

○議長（安部 重助君） 次に、４番、宮永肇議員を指名いたします。

宮永議員。
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○議員（４番 宮永 肇君） ４番、宮永です。通告に基づいて質問をさせていただき

ます。

最初に、ちょっとお断りしておきますけれども、先ほどの１次産業をしっかりと根づ

かせてという話には非常に感銘深く聞いたわけでございますが、私、この町におりまし

ても畑も田んぼもありませんので、全く話は聞いてもお役に立てないところがあって残

念でございますが、町をよくする、町の未来に対して魅力をふやしていくということが

共通の課題でございますので、そういう意味でも私にできる部分ではしっかりと頑張っ

ていきたいと思っておりますので、よろしくお願いをいたします。

まず、神河町の未来を委ねる地方創生政策の協議が進められているこのときに、町長

の考え方をお聞きしたい。

神河町の地域創生戦略について、具体的な協議が進められ、素案として膨大な資料を

添えたもので提案されています。それぞれについては、これからの協議の進行を待つと

ころです。しかし、自主的な努力を頼みとする事柄であっても、その取り組みについて

は緊急性等の緩急順序、財政的な難易度、環境整備の有無が前提となり、必要とされる

もの等々であります。

本来は、自分たちの住む町の存続を問われているのであります。今回の政策は、当然

背負わなければならない今後の問題に気づかされたのであり、住民の皆様の御納得の上

での政策であり事業でなければならないと思われるのです。

今回、特にお尋ねする問題は、これからの努力のかいがあって人口減少に歯どめがか

かるという状況が見え始めたときに、それを次の世代に継承するのにその後の町政維持

ということをどのように図るのか、当然課題として考えていかなければならないのであ

ります。

町長は、６月の一般質問の答弁で地域特性を生かしたまちづくりを進めるというふう

に言われております。また、教育長はふるさとを愛する教育を提唱されております。学

校教育、社会教育はともにまちづくりの根幹となるものであり、適切なる歴史教育はふ

るさと意識の醸成と地域振興、活気づくりには欠かせないものであります。

現在、神河町歴史文化基本構想策定の取り組みが始まり、審議会が組織されて教育長

から本年度中にまとめたいとの要請を受けております。全住民の期待に応え今後のまち

づくりのバックボーンとなるように、これまでの遺漏を修復し、恣意的なゆがみ、ひず

みは本論に戻す等々でまちづくりに向かう教育行政の姿勢を明らかにしていただきたい

のです。

以上、お尋ねします。まず、町長のお考えをお聞かせ願いたいと思います。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） それでは、宮永議員の御質問にお答えいたします。

地域創生に係る人口ビジョンと総合戦略につきましては、去る９月１５日の第４回戦

略会議におきまして、慎重かつ多くの意見交換を行う中で最終決定をしております。議
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長を初め産業界、行政機関、教育関係、金融機関、労働者、メディア関係、住民の各御

代表の皆様には、もうこの間大変お世話になりました。厚くお礼を申し上げたいと思い

ます。

総合戦略は、５年後の平成３１年度の目標人口を神河町は１万８００人と設定をし、

４つの基本目標を設けております。１つ目は、豊かな自然を生かし安定した仕事を創造

する。２つ目、地域の魅力を高め交流から定住へとつなげる。３点目、希望を持って結

婚、出産、子育てできる社会を実現する。４点目、安心して過ごせる豊かな暮らしを創

造する。以上の基本目標のもと、達成度の目安となる目標値を設定し、その達成に向け

た各種施策を展開することとしております。

議員御指摘のとおり、総合戦略の各種施策、事業を展開していくに当たりましては、

人口減少対策として早急に取り組むべき事業と目標値の達成状況を見ながら実施時期を

調整する事業といった区別、また重要事業を展開するに当たっての戦略的計画を作成す

るなどの環境整備を必要とするものなどの区別を行って、その上に財政上の検討を加え、

総合戦略の参考資料となる事業行動計画も作成をしたところでございます。特に早急に

手だてすべき事業については先行型事業として実施をし、このたび条例改正等も提案し

ておりますが、上乗せ事業などの形で実施することといたしております。

戦略策定の議論の過程においても申し上げたのですが、豊かな自然を活用した観光、

８７％を占める山林を生かした林業経営と豊かな水と気候を生かした米づくりを初めと

する農業、こういった地域の特性を生かしたまちづくりに古くからのいわれのあるさま

ざまな文化や歴史的資産等の活用、そしてこれらとともに重要と考えますのは次代を引

き継いでいく若い世代の教育でございます。

教育につきましては、多くの委員の皆様や集落別懇談会でも人口減少対策として大き

な効果を発揮するものとして子供たちのふるさと教育を推進することで郷土愛、ふるさ

と意識を醸成させてはとの意見をいただいております。

住むからには仕事は必要になってきますが、毎月姫路、朝来、西脇のハローワークか

ら多くの求人情報が送られてきておりますが、姫路、福崎などの周辺にも仕事情報とし

て送られておりますし、町内にもございます。ただ、仕事の内容や条件が合わずに見送

られているケースが多くあるようでございます。実家まで帰らなくてもせめて町内に住

んでいただきたいということで、住宅地の整備や若者家賃補助制度、若者住宅の建設、

若者が住宅を取得する際の助成制度などを用意もしております。また、民間事業者の皆

様にもマンション、アパートなどの建設についての意向確認もお願いしているところで

あります。

神河町歴史文化基本構想は、神河町の歴史文化を掘り起こし整備をする中で、郷土愛

やふるさとを守らなければならないという意識醸成につながり、またこうした歴史資源

が観光資源となり、それが仕事となって若者の雇用と定住につながるような展開となれ

ばと考えているところでございます。
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教育に関してでございます。これまでもお答えしておりますように、特色を生かした

まちづくり、ふるさとを愛する教育につきましては長期総合計画後期基本計画において

も「自然から学ぼう心の豊かさと愛着を」というまちづくりの合い言葉のもと、子供た

ちのふるさとに対する愛着を育て、町なかや里山で遊ぶ子供たちをふやすという施策を

展開することとしているところでありまして、成果指標には「ふるさと学習を活用し将

来住み続けたいと思える児童⋞生徒をふやす」を掲げているところでございます。

また、今年度から新たな地方教育行政の枠組みの中で開催しました総合教育会議では、

私と教育長も含めた教育委員との協議の中で、平成２７年度の神河町の教育に関する大

綱の基本理念として、ふるさと意識の醸成を第一に「ふるさとを愛し心豊かで自立した

かみかわの人づくり」をテーマとしたところでございます。今後も地方創生戦略の大き

な柱の一つとして歴史文化基本構想を位置づけ、町長部局と教育委員会がタイアップし

取り組んでまいりたいと考えております。

この後、教育長からふるさとを愛する教育についての取り組みについて答弁をさせて

いただきますので、よろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 続いて答弁願います。

教育長。

○教育長（澤田 博行君） 教育委員会の澤田です。今、町長にも述べていただきました

けれども、昨年の９月の議会では宮永議員の一般質問の中でもお答えしておりますけれ

ども、かみかわ教育創造プランにおきまして豊かな体験活動や交流活動を創造し、特色

ある神河教育を推進するという重点目標を掲げ、さまざまな体験活動やふるさと学習、

伝統文化の教育の推進を学校教育の中で積極的に推進するとともに、地域においても伝

統文化の伝承を中心に地道な活動を継続的に取り組んでいただいているところです。

また、８月の総務文教常任委員会の中でも私の教育哲学についての質問に対し、その

柱の一つ、多くの人と交わりながら自然や歴史、文化に触れて豊かな心を育んでいく。

そして神河町の一員として地域にかかわり、ふるさとを愛する心を育てるという教育目

標を持っているとお答えしたところです。

これまでどおり神河町の今までの取り組み、今までの積み重ねられた歴史等、培われ

てきた文化を大切にし、今後もこれからの神河町を担う子供たちの教育に取り組んでい

きたいと考えているところです。

○議長（安部 重助君） 宮永議員。

○議員（４番 宮永 肇君） どうもありがとうございます。

これまでの委員会での質問等にもいろいろと話を今繰り返してお聞きしまして、現実

の問題として私どもではこの町の歴史というような部分を切り取って、これをどのよう

に将来に伝えるのか、どのようにすれば住民の皆様に理解をしていただけるのか。これ

は私、議員でありますが、一社会人としてもやはりできるだけの情報というものを知っ

ていただいて、それなりの深い神河町ならではのいわゆる歴史とか文化の意識というよ
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うなものを持っていただいて、それに憬れて神河町に住みつきたいというふうな人が出

てくることを期待して、いろいろやらせてもらっております。

最近のことでございますが、あちらこちら心当たりを訪ねて地域創生なり村おこし、

まちおこしというものについてどのようにお考えなのかということをいろいろとお聞き

したりこうしてきたんですが、今やまさに競争の時代に入ってきた。いろんなことでい

かに自分たちの町をアピールするのかというふうなことに、もう突入していますという

ふうな感じでございました。そのときに、自己満足だけの考え方で果たしていいのかど

うかというふうなことがちょっと気がとがめてくるようなことでございます。幸い、神

河町に関してはこの神崎郡３町とか朝来市生野町なんかに比べまして観光協会という充

実の仕方というのがほかよりも１歩も２歩も進んでおりまして、いろんな情報をもとに

活動をして、また県のほうからもいろんなことを優先的に御指導、御連絡をいただける

というふうなところまで、今、神河町の観光協会の職員の方々の努力でそういうことに

なっております。

幸い、町長も観光戦略というものでまちおこしを図ろうということで、町外に出かけ

られるときには必ずそういうお話もされておるというふうにお聞きしていますんで、非

常に心強いところではございますが、これが単なる自分たちの合い言葉としてだけの話

ではつまりませんので、やはりこの時期でございますから、神河町を訪ねてというふう

なツアーとかそういうものがどういう志向でおられるのかということも尋ねてみました。

一番に神河町に対しておっしゃるのはやはり高原の魅力というふうなことで、これは何

を考えてもとてもかないません。やはりバスで何人かで美しい高原の草原の状態を見な

がら語り合うのも非常に楽しいというふうなお話も聞きました。しかし、それだけでは

観光というものは成り立たない。バスで来られて、そのまままたバスで帰ってしまわれ

るということで、それを何とか町内に足をとどめてもらおうと、もう１泊してもらおう

というふうなことで、ここを起点にして観光というものが始まるようなことをお考えい

ただきたいというようなことで、いろいろと策を練っておるというところでございます

が、そう簡単にいく話でもございません。

私どもでは、ほかの観光協会のところにも声をかけながら連合をしましょうと。連携

をしながらいろんな事業を取り組んでみませんかということで、今現在観光センター、

蘆田所長でございますけれども、いろいろと協力をしながら声をかけ合うというふうな

ことで、年に１回、２回ということで回数を踏んで神崎郡自体、もしくはこの中播磨の

奥、高原を含めて一帯を一つの観光ゾーンにして都会から集客を図ろうとか、もしくは

ここの気候条件、自然の条件、美しい村、そういうものをもとにして住みつく人を探し

たいというふうなところで広げていこうとしておるわけでございますが、そこら辺につ

いていろんな意味でやりづらいところも出てきました。

現在、県民局とか井戸知事の御指導のもとに銀の馬車道というふうな構想が１０年前

から始まりまして、それ以来いろんな試みをしながら何とか今、銀の馬車道というとこ
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ろに神河町が関係しておるというふうなところがわかっていただけて、ぱらぱらと銀の

馬車道交流館をお訪ねになる人もございまして、現在粟賀町周辺をしっかりと歴史的な

景観をつくり上げて、集客のいわゆる基地というんか中心地というものにしたいという

ふうなことで関係者一同頑張っておられるわけでございますけれども、なかなか近くの

人には理解はされなくても、遠くからの理解者が訪ねてくるという変な状況でございま

すけれども、これはやっぱりインターネットであるとかいろんな情報のもたらすところ

でございまして、やはりその線でどんどんＰＲを重ねて、また新しい試みをどんどん続

けていくということが非常に大切でございます。

そこで、二、三ちょっと御提案なりなんなり考えておるとこもありますので、何とか

御理解をいただいて御支援を願えればと思うんですが、当然教育委員会でいろいろと取

り組んでいただいておりますが、福本遺跡というものについてもっと観光のいわゆる客

寄せの一番の中心になるべきところがどうもかみ合わないところがあって、うまくいっ

てないんではないかなという意見が最近出てまいりまして、たまたま風土記１３００年

というふうな時代を考えるというふうなことでの一つの指導的なものがございまして、

これは全国版ではございませんが、兵庫県にとっては「播磨国風土記」というものがあ

りまして、この中播磨、東播磨、西播磨一帯の話でございまして、そういう歴史を勉強

して、そこからのスタート、そこらの出発というものが新たな人間の歴史感覚なりふる

さと意識を呼び起こすんではないだろうかというふうなことで、織り込まれたものでご

ざいます。ちょうど今から３００年前の７１３年から７１５年にかけてのその地域の

状況というものがしっかりとした記事として、情報として載せられたものがあるという

ことでございますから、そういうものを見直して、まだ世の中がしっかり固まっていな

い段階からこの神河町の記事がしっかりと植えつけられて彫り込まれておるというふう

なことでございますんで、これをまちおこしとか観光の宝にするのはもう当然のことで

あろうというふうなことで、どのような展開をするのかということを教育長を初めいろ

いろ御関係者の方に御協力を願っておるわけでございますけれども、まだまだ地域とし

ての意見がまとまりかねておるというふうなところでございますんで、今後の消長を見

ていただきたいということで、ちょっとほかの情報をここでお話ししますと、姫路市で

はこういうふうにやっておりますとかというふうなことでいろんな記事がどんどん出て

おります。神河町でも去年、おとどしから埴岡の里の寓話といいますか、子供向けの紙

芝居ができたりということなんですが、それだけで終わらせては余りにももったいない

というふうな話がございます。

そういうことで、一度皆さん、「播磨国風土記」というものをしっかりと見ていただ

いて、神河町というのがいかに歴史的に重要な位置にあったのかというのを知っていた

だいた上で、もっと自信を持ってまちおこしなり、いわゆる人を引きつける力のもとに

していただきたいなというふうに思っております。

具体的に何を言いたいのかというようなことになりますと、「播磨国風土記」に書か
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れているのは埴を運んだ話とかうんこの話とかいうことはあるんですが、一番最後に書

かれているのは応神天皇がこの村に来られて行宮をつくられた。宮殿をつくられて滞在

をしたということでございますが、この神崎郡北部、昔の播磨国の北辺の状況を視察を

されたというふうなことが書かれておるわけでございます。

同じような文献なりなんなりがほかにあるのかなということで調べてみますと、隣の

夢前町の前之庄の奥にあります鹿谷というところがありますけれども、賀野神社という

のはそのときに応神天皇が来られて、一つの御殿というよりもいわゆる神殿とかそうい

うものをつくられたのが今の賀野神社の始まりということで、また応神天皇がこの地に

とどまられたと。１日とどまられたいうだけでそこに神社をつくったというふうな村も

いろいろありまして、そういうことが現在どのようにその地域の生活にかかわっている

のかということを調べますと、やはり集落の中心であり、その地域の中心であり、信仰

の的であるというのがもう珍しくもありません。もう当然そういうことになっておりま

すので、私どもでいろいろと歴史の研究会とか観光協会でお客様向けの歴史の情報とか

いうものをいろいろ考えている中では、何とか福本遺跡を国の史跡とかいうところを再

評価してもらうことも大事ですが、まず地域の人たちのいわゆる関心といいますか、そ

ういうものを集めるために応神天皇という人を持ち出してきまして、何とかそのいわれ

のある地域だということにすれば、私としては「播磨風土記」が立証するような地域で

ありますから、３００年前からこの地域の中心地であったというのがこれでわかるわ

けです。

そういうことから考えますと現在の福本藩の話でもございまして、町長も機会を見て

は福本藩ということもいろいろとしゃべっていただいておりますので、何とか福本藩の

庭園というものが銀の馬車道沿線の一つの観光資源というようなことで、県民局のほう

にも認めていただいてもらって、昨年でしたか、北川県民局長もお見えになっていろい

ろとお話を聞かせてもらったというふうなこともありましたんで、今やれることは何な

のだというようなことを考えながら、日ごろ大切にしてきた宝物というものを今磨いて

皆さんの前に引き出して、見てもらうというのが今一番大切なことでございます。

一つ、教育委員会にお願いしているのは、そういうところの資料をいろいろ公開して

いただきたいということと、また地域振興課においてはこの陣屋庭園のいわゆる修復工

事というのが、その話が県民局に通じていったのも地域振興課と共同といいますか、そ

ういうところでの情報から始まったものでございますので、まず馬車道に関する資源の

開発、新しい宝物の発見、発掘という段階で福本遺跡を活用していただいて、何とかそ

れとあわせて考古学のいわゆる基地といいますか、１０万年前から日本には旧石器時代

があったんだということが立証されて、その旧石器時代の遺物がいろいろと出てきた福

本遺跡というものの再確認といいますか、再発見というものにつなげていきたい。こう

いうふうなことも考えておりますので、どこまで自分たちの所管を越えてでも一つの神

河町のいわゆるアピールすることに御協力願えるかというようなところを、今こういう
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ところで尋ねてみたいなという思いでこのたび質問をまとめさせてもらったんですが、

一概にできることできないことありますが、同じところを目指して地域と行政がいろい

ろ力を合わせてやるということにやはり遠くからお見えになる方々の関心とか興味も呼

び集められるのではないかなというふうに思っておりますので、御検討を願いたい。ま

ずそういうところでお願いします。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 宮永議員から、歴史文化遺産を観光戦略の一つに活用する。そ

のためにもっともっと歴史を掘り起こしてみんなで勉強して、宝物という意識を高めて

いくというお話であったというふうに思っております。

毎回、宮永議員からは文化歴史遺産の活用について御提言をいただいております。そ

のたびに、私もこれからのまちづくりにつきまして一つの政策として観光戦略を強めて

いこう。そこには観光資源である山であったり、既に設置しております観光施設とあわ

せて歴史文化遺産も、これはこれからの神河町の観光政策としても十分活用していかな

ければいけない大切なものだというふうにも申し上げてきているところでありまして、

今後もその考え方に変わりはございませんということと、もう一つはこれも前回申し上

げたかもしれないんですが、もう国におきましても観光立国ということで、まずは２０

２０年に外国人観光客は０００万人を目指すということで、恐らくもう早々と達成す

るというふうな勢いで今伸びてきておるところでございます。

その中で、これまでの観光資源の活用はもとより、新たに日本遺産という指定をして

２０２０年、東京オリンピックに向かって全国全県最低１カ所は日本遺産を選定してい

こうという動きがございます。

兵庫県におきましては、非常に面積広い。太平洋、瀬戸内海、日本海にまたがってい

るというふうなところから、県の考え方としては兵庫県は２カ所を指定したいなという

ふうな話もございます。もう既に１カ所は篠山のデカンショ祭でしたか、それが日本遺

産に選定されておりますし、もう１カ所として候補地としては銀の馬車道、そしてまた

鉱石の道、そういったエリアも朝来市から姫路に向けての実は動きがあるというところ

でございます。

文化庁におきましても、考え方としては文化財の定義は保存というのが定義でしたが、

今、保存から活用というふうに考え方を変えているというところでございます。そうい

うことから、国挙げて歴史文化遺産をこれからの観光戦略、楽しんでいただくというそ

ういった定義の中で政策が展開してくるだろうというふうに私も思っているところから、

国の動きに合わせて神河町も同じ目線で進めていければなというふうに思っているとこ

ろでございます。

もう本日の議員各位からの一般質問にもございましたが、やっぱり神河町の地域創生

は本当にもう一度原点に返って神河町隅々まで掘り起こして、それから宝物を再発見す

る。もう既に神河町は地域サロン事業で４０集落の宝物は見つけているわけですけども、
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その宝物とあわせてさらに磨きをかけながら新しいものを発見して、そこからまちづく

りを進めていきたいという考えでございます。

○議長（安部 重助君） 宮永議員。

○議員（４番 宮永 肇君） 同じ方向を語っていただいて、ありがたいと思っており

ます。

まず、一つの方向に向けて、この町が取り組んでる姿勢というものをまず皆さんに知

ってもらう、人に外から見てわかる活動というのがやっぱりありまして、非常にこの場

所では言いにくいんですけれども、旧神崎町当時に町並み、景観、まちづくりというよ

うなことで商工会の取り組んだ中に福本藩の武家屋敷が１軒残っておるというようなこ

とで、それを何とか活用してというようなことで前の足立町長のときにも観光センター

に準ずるようなものをつくって、この神崎町、神河町をお尋ねになる人たちが一歩そこ

でとまっていろいろと情報を仕入れるような場所ということで想定をされておったよう

で、そういうところに期待をかけておりましたんですが、その後、世の中の進み方で有

為転変といいますかそういうことになりまして、現在その武家屋敷がもう立ち枯れ状態

でございまして、もうまさに潰れかかっておるというふうな感じになってるんですが、

それについての救済策とか救援策というのは我々で幾らかちょっとお手伝いをしたんで

すが、そういうことではとても追いつかないというふうなことで、将来これをどうする

のかという大きな課題が残っておりまして、何とかそういうことに気がついてやろうと

いうことでもう既に１０年以上になりまして、何かそれなりの決着をつけんといかんや

ろうというようなことで、広い土地もついていることでございますから、先に立つもの

があるとかないとかいう話で停滞しておったんですが、何とかそういうことを乗り越え

てでも一つのまちづくり、この神河町のバックボーンにとっては欠かすことができない

もんだというふうなところにでもなれば、何とかまた再生の道があるんではないかなと

いうようなことも考えておるわけでございまして、全部が全部神河町内の人がそういう

ことを御存じのわけでもありませんから、公の場で申し上げるのは今初めてでございま

すけれども、やっぱりいろんなもの、宝物を発掘して磨きをかけるということがこの事

柄に対してはどのようなことができるんだろうと。我々が体を張ってでも何とか守って

いきたいという思いがあるんですが、いかんせん人間１人２人の力では到底及びもつか

ないことでございますし、次の世代にというふうなことも考えるだけではだめでござい

ますんで、何とか世の中の役に立つようなものにする方法はないだろうかと。

例えば、今現在歴史ゾーン、銀の馬車道ゾーンということで観光客も結構お見えにな

ります。これまでここ二、三年の経緯を見ますと、県立歴史博物館の友の会の方とか、

それから城郭センターの友の会の方とかいろんな団体でお見えになったりして、歴史的

遺物が非常に少ないながらにも福本藩の検証をいろいろ努力をされておるということに

ついての、そういう姿勢を見たいとかいうようなことでお見えになる方もあっていろい

ろと交流も続いておるわけでございますけれども、やはりそういう意味で一つの宝物を
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いかに後世に伝えていくかということで、財政的に豊かでなくてもやはりそういうこと

への力を入れることを考えておられる市町村は結構ございます。そういうときに、ここ

のとこで町長のお力を何とかおかりできればと。決して強要するもんではございません

けれども、こういう情報自体が新たに人の興味を引いて、また見に行こうというような

ことになるんだろうというふうに私は思っております。

観光客の方たちにそういうことをいろいろと御支援を願うというのはとてもできるこ

とではありませんし、ある程度無責任な考えですばらしいと思うから見に来てる。後世

に何とかしようということが、どういうことを後世に伝えようとしているのかを見に来

たとかいうふうなことで見に来られる人もあるようでございますから、観光客、観光を

いわゆる目的として来られて、この町に住んでみたいというそこのとこの段差が非常に

高うございますので、それをどうやって踏み越えてこの町に来てもらえるのかというよ

うなことも大きなヒントとしてあるわけでございますので、何か世の中に埋もれてしま

っているものを掘り起こしてでも、本来これがあってこの神河町があるんだというふう

なものを何とか皆さんの目の前に並べていくということが、もう小学生から後期高齢者

の皆さんまでにその心がわくわくとするような情報としてお届けできるのではないかな

というふうにも思っております。そういうところで、何かいいお考えがあればお聞かせ

願いたいというふうに思っております。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 私は、まず文化遺産の関係については、本年度からスタートし

ております神河歴史文化基本構想を本年度中に策定をするということで、今協議をいた

だいているところでございます。

一番最初の答弁でも申し上げましたとおり、この基本構想を策定をする中で歴史文化

をもう一度掘り起こして宝物を発掘して、それをこれからのまちづくりにつなげていく

という、そこをしっかりと進めていく中で具体化が図れればなというふうにも思うとこ

ろでございます。

そして重要なのは、本当に町民一人一人がそういった同じ方向に向いていただくとい

うことがやっぱり重要だということだと思います。自慢ができないと人に来ていただい

ても自慢話ができないわけでございまして、そういう意識を持っていただくようなやっ

ぱり教育行政というか、これが重要だろうというふうに思っております。でもそれは１

年２年で培えるものじゃないわけでございまして、少し長い目で見ていきながら、そし

て並行して取り組めればというふうに思っているところであります。

何のために観光政策に取り組んでいるんかということであります。当然、交流人口を

ふやしていきながらそこからリピーターになっていただいて、そしてそれがやがて定住

につながっていくような、もうそれが一番すばらしいことだというふうに思っていると

ころでございます。現在、観光協会において、また役場におきましても観光パンフレッ

トをいろいろとつくっているわけであります。それと「かみかわ百選」という本も観光
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協会を中心に作成もしていただいているところでございます。

私、最近、関係課とも話もさせていただいたんですが、これは一つの考え方として観

光だけに絞るだけではなくって、あらゆる政策がこの本を見れば神河町全てわかってし

まうんだというような、やっぱりそういう取り組みが必要ではないかなと。そうするこ

とで、まず神河町を知っていただく、見ていただく。見ていただいて、すばらしいなと

感動していただく。もう一度行きたい。もう一度行きたいけど、これは神河に暮らす、

神河で住み続ける、そういった教育行政であったり住環境であったり、そういった神河

町の政策そのものがその本を見れば一目瞭然で理解できるような情報発信というのがや

はりこれから求められているのではないかなというふうに思うわけであります。当然、

そこに文化歴史のこともしっかりと書き込んでいきながら情報提供していく。こういう

ことがこれから重要だというふうに私自身思っているところであります。

○議長（安部 重助君） 宮永議員。

○議員（４番 宮永 肇君） 教育長、何かお考えありましたら。

○議長（安部 重助君） 教育長。

○教育長（澤田 博行君） 澤田です。今、宮永議員が言われましたように、本当に住民

の理解を得ながら神河町ならではの歴史文化を構築していきたい、そういうふうに思っ

ております。

今、話にもありました歴史文化基本構想というものを今年度策定するようにしており

ますけれども、そのもとになったものは福本地区のワークショップをもとにして、そこ

から出発して神河町全体に歴史と文化、そしてそれを含めた観光資源的なものを構築し

ていこうということで話し合いを進めているところです。これにつきましては、観光の

面も十分考慮して話し合いを進めているところです。

福本遺跡につきましては、今言われましたように播磨風土記１３００年の年でありま

して、いろいろ事業がありまして、それも私たちも今取り組んでおって、紙芝居等もつ

くっているところですけれども、その中に応神天皇の存在というものが大変大きく出て

きております。そういうようなことも研究しながら、福本であれは瓦窯が出てきたとい

うことで、それと埴と関係を十分にアピールしながらやっていきたい。

また、埴岡の里というのは日吉神社のところが言われておりますので、その日吉神社

のいわれにつきましても、このいわれのところを見てみますと、大穴牟遅命、少彦名命

というもののことも祭っておりますし、またそこら辺のところの歴史的なことがあって、

今、３体の神様を祭っておられるんですけども、そういうようないわれのことも昔から

言い伝えられてきた歴史的なものがありますので、今、宮永議員さんが言われましたよ

うにはっきりと歴史的なことについてを科学的に検証していくというんか、それを引き

継いでいくということも大事なことですし、また民俗学的なこのいわれ的なものについ

てはそれぞれの経緯がありますし歴史もありますので、それも大切にしながら全体像を

考えていきたいなというように思っているところです。
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神河町の歴史文化の特徴につきましては、大地の力としまして銀の馬車道やとか福本

遺跡の瓦窯や土器、それから埴岡の里、湯川、それから石の懸樋、いろんなものがあり

ます。砥峰、峰山高原、それから越知川名水とか巨岩など、そういうものについての大

地の恵みとともに、もう一つは地域の力ということで獅子舞や花だんご、それからとん

ぼ道中やとかくまびきうちなどとかいろんなものの行事がありますけど、そういうもの

もひっくるめた形で今私たちはまとめ上げていこうとしております。そのことにつきま

しては神河町の関連文化財群というような形でまとめて、それを全てをいろいろな形で

観光に生かしたり、また地域創生に生かしていくというようなことでやっていきたいと

いうことでつくっているというところです。

○議長（安部 重助君） 宮永議員。

○議員（４番 宮永 肇君） ちょっと話は飛ぶんですけれども、兵庫県三木、三木城

がありまして、豊臣秀吉に落とされるわけでございます。そこのとこに無念の死を遂げ

たいわゆる城主の顕彰碑、辞世の句が大きな石碑に彫られてあるわけですけれども、そ

のことについてたまたま作家の玉岡かおるさんという人、三木出身の人ですけれどもお

聞きしますと、自分の幼いころの遊び場所はその三木城の本丸跡でしたと。家の者に連

れられてそこへ行くと、その城主が無念の死を遂げた場所ということで三木の人にとっ

ては非常に大切な場所でというふうなことで、自分としてはその当時何もわからなかっ

たけれども、その石碑に彫り込まれておる文字を自分で指でなぞっていって文字という

ものに関心を持ったという記憶がありますというふうに話をされておりました。そうい

う話を聞いて、子供たちがいわゆる歴史的なその由緒のある場所とか文化的な由緒のあ

る場所とかいうふうなものにどう触れるのか、どう触れ合うのかということで、その人

の頭の中に何が植えつけられるのかというようなことを考えますと、いわゆる歴史遺産

の扱い方についてもっとやはり考えねばならんというふうなことを今思っておるわけで

ございます。

そういうことでいいますと、例えばこの寺前のルネスのマンションの前にあります石

碑でございますが、あれは長谷市川線の県道が明治２９年にここまで来たよというふう

なことが書かれておるわけでございます。当時、播但線をつけるのにいわゆる資材の運

搬道としてつくられたもんだと思うんですが、そういうことを記念して石碑として残そ

うというふうなことをお考えになる人たちが寺前村というものをつくっていったんだと

思います。ですから、そういうその当時に生きていた人の思いというものが一つの形と

内容を伴って残っていくのが石碑ということで、そういう目で見ますと寺前村の中にも

結構あちらこちら偉人を顕彰するとかいうふうなことで書かれた、置かれたものもあり

ますし、やっぱりそういうものに触れ合うことで地域のために、村のために尽力をされ

た人という人があってどういうことをされた、これがやっぱり話として伝承するという

ようなことのもとになるんだろうと思うんです。適当なおもしろい絵を描いた看板で何

が伝わるのかということを考えますと、やはり本格的な本物を伝えたいのは本物のいわ
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ゆる伝承手段があって伝わるのだというふうなことになってまいりますので、お金の大

小ということよりも、適当にやるということよりも、やっぱりそういうことをお考えい

ただきたいというふうに思っております。

それでまことに失礼ではありますが、先般、総務文教常任委員会で教育長のいわゆる

お考えをいろいろとお聞きして、結局そういうことを文章にして私どももやっぱり残そ

うということで教育長のお考えの一部を我々の体の中にも書き込んでおるわけでござい

まして、結局教育長という方については私は１０年先、１５年先、２０年先のこの神河

町を支える人たちを今育てておられるということで、非常に大きな責任を背負っていろ

いろ書いたりしゃべったりされてるというふうなことで、お考えには敬服をしておるわ

けでございますが、やはり目先の都合でいろいろと決めてしまわれるのはどうかなと思

いますので、私のほうからも大事なことは繰り返し繰り返しお願いするつもりでござい

ますんで、何とかお聞き届けを願いたいというようなことでございます。

それと、やはり昔の話というものは古臭いだけの話ではございませんでして、町長の

いわゆる地元でございます川上という集落についても先般ちょっと二、三の人とお話を

したりしたんですけれども、今は自動車社会ですから僻地や辺地やとかいろいろ言われ

るんですが、いわゆる昔は川上という集落は富の集まるところでございまして、地面を

掘れば金が出てくるというようなことで、いろんな方々がその川上というところを探し

ながら人がやってきた。生野にしてもしかりでございます。いろんなものを向こうから

持ってくる。ですから、幾ら山の中におりましても自由自在に物が集まる地域であった。

そういう時代を経て今があるというようなことでございますんで、それはまた世の中の

有為転変でまた新しい鉱物が発見されて、そこから掘り出されるということになります

と形勢はまた変わってくるわけでございますから、単純に自分たちの今住んでいる今の

この瞬間で価値判断を余りしないほうがいい。もっと長い目で人間の営みのいわゆるす

ごさとか力の大きさというようなものをやっぱり子々孫々に伝えていくということで、

一つの施設で教えておられるのは学校でありますから、やっぱり今、親の世代から鍛え

直さんといかんというふうに言われていますけれども、そこら辺は社会教育の範疇でご

ざいますんで、いわゆる民間でもいろいろと意見を持っておられる方がありますんで、

どうかそういうところからいろいろ聞いていただいて、それを聞き届けて一つの神河町

の歴史、神河町のあり方、神河町の人の根性のあり方というようなものをやっぱり町長

や教育長のほうからどんどんと話して聞かせていただくというふうなことが、これから

先に大事なんではないかなと思うんです。

ですから、何とか人口減少がとどめられたという状況になっても、その人たちを地域

のことを思うのと自分の出世、未来を考えるのとどちらを選ぼうかなというようなこと

で悩むような時代が来るかもしれませんので、何とかそういうところでちょっと視野を

広げてお考えを願いたいなと思います。そういうことで、町長、何とかお願いします。

○議長（安部 重助君） 山名町長。
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○町長（山名 宗悟君） このたびの総合戦略につきましては、まずは５カ年の集中して

の事業展開について議論をしてきているところでございます。したがって、人口目標と

いうところは１万８００人というところを５年後に設定をしているんですが、国におい

ては２０６０年に１億人程度というふうに言っているわけでございます。神河町におき

ましても、総合戦略の中で一応の２０６０年の人口も目標値は定めているところでござ

います。

しかしながら、神河町の人口減少の減少率というのは、これはもう国とは全く違う減

少率でございます。そういったところから、神河町におきましては２０６０年０００

人強というふうな目標値を定めているところでございます。そこには合計特殊出生率

０、 １というのは当然設定をしているところですが、それにしてもそういった人口推

計ということになってくるんですが、そういうことを考えますと５年先というのは当然

目標値を定めるということは重要ですし、やはりそうなると少し視野を狭めていくとい

うこともあります。しかし、我々に求められているのは、それも大事ですが、やはりも

う少し広い視野でもってやっぱり森を見るということが常に求められておりますので、

そう考えればやはり５０年先、１００年先をこれはイメージでしかならないかもしれま

せんが、やはりそういったグランドデザインは描いていかなければいけない。

これは実は非常に重要だと。そこにはキャッチフレーズとなるものも当然出てくるわ

けでございますので、私は今回の５カ年計画とあわせて、これは本来であれば５０年先、

１００年先のグランドデザインを描いて、その上で５カ年計画というのが一番よい方法

だと思うんですが、時間のない中で少し逆転しましたけども、グランドデザインも引き

続いて描いていきたいというふうに考えているところでございます。以上です。

○議長（安部 重助君） 教育長。

○教育長（澤田 博行君） 澤田です。玉岡かおるさんの話をしていただきまして、本当

にしっかりとした歴史に触れさせるということは教育としては一番大切じゃないかなと

いつも思っております。それにつきましては、大きく中心的になるものとしましては、

福本遺跡のフィールドミュージアム的なものを構築していきたい。そこにはやはりそん

な小手先の文化財じゃなしに、しっかりとした景観とか歴史と触れたり、そのようなと

ころの心のふるさと的なものを構築できたらいいなというように思っているところです。

ちょっと批判的な形で目先のものしかできてないというようなお話もあったんですけ

ど、確かに教育委員会の事業としましては文化庁の事業の補助金をとりまして、そこの

中でできる範囲をできるだけたくさんしようということで、ここ数年いろんなことを事

業をやってると思うんですね。そういうようなことにつきましては、やはり地元の方々

の、言うたら一般の人々の理解を得るためには大変効果的であったと思いますし、歴史

講演会も年に２回はずっとやっておりますので、そういうようなことにつきましても多

くの住民の皆様に歴史に関心を持っていただけるようにはだんだんなってきていると私

は思っておるところです。
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今、宮永さんが言われましたように、やはりそういうようなことをしっかり考えなが

ら神河町の本当の歴史について自分たちで考えて、血の中に、また体の中に育っていく

ような文化を養っていきたいというようには思っているところです。

○議長（安部 重助君） 宮永議員。

○議員（４番 宮永 肇君） ありがとうございます。ありがとうございます言うたら

いかん言われてたんですが、ありがとうございます。

今、応神天皇を歴史の主役にというのは、ある某大学の先生がお見えになられて応神

天皇に関することは何かあるのいうことで、いや、今のとこ全くありませんということ

から始まった話でございます。

そういうことで、これから先もやはり同じ方向でどんどん進めてまいりたい、いろん

な資料の発掘もやりたいというふうに思っておりますので、どうかよろしくお願いいた

します。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 以上で宮永肇議員の一般質問は終わりました。

○議長（安部 重助君） ここで暫時休憩いたします。再開を２時４５分といたします。

午後２時２３分休憩

午後２時４５分再開

○議長（安部 重助君） 再開します。

休憩前に引き続きまして一般質問を続けます。

次に、８番、松山陽子議員を指名いたします。

松山議員。

○議員（８番 松山 陽子君） ８番、松山です。通告に従いまして、質問させていただ

きます。

このたびの質問は、地域包括ケアシステムと病院の北館建てかえとの関係についてお

伺いしたいと思います。

現在、病院の北館建てかえに向けては病院職員によるワーキンググループの検討と、

そこで出た意見を受けて検討するための病院執行部と副町長を含めた役場関係課の参事

や課長等による北館改築検討委員会が開かれております。

８月の委員会で病院から報告を受けましたのは、平成２７年度中に基本構想⋞基本計

画、そして平成２８年度当初から基本設計、実施計画を作成し工事に取りかかり、平成

２９年度末には完成させたい考えであると説明を受けています。

しかし、そこで気になるのは地域包括ケアシステムとの関係です。総務省が３月末に

出しております新公立病院改革ガイドラインによると、平成２７年度から２８年度の間

に新公立病院改革プランを策定するようにとのことで、その項目の中には都道府県が策

定する地域医療構想を踏まえた役割の明確化とあり、その内容としては１つ、将来の機

－２８３－



能別医療の需要と必要な病床数が示される地域医療構想との整合性のとれた形での当該

公立病院の具体的な将来像を明確にする。また、地域包括ケアシステムの構築に向けて

果たすべき役割を明確化するなどが上げられています。この地域包括ケアシステム構想

の期限、目標は平成３０年度とのことで、担当課である健康福祉課は業務を進めている

ようですが、この地域包括ケアシステムにおける病院の役割と機能は、今進行形である

北館建てかえの基本構想⋞基本計画に大きく影響するものと考えます。そこで、町長の

お考えを伺います。

まず、１点目については、北館建てかえの基本構想⋞基本計画作成の時期と、先ほど

言いました新公立病院改革プランの策定期限の関係から地域包括ケアシステムの構築を

もっと急ぐべきと思いますが、これについてお考えを伺いたいと思います。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） それでは、松山議員の地域包括ケアシステムと病院の北館建て

かえとの関係についてのまず１点目でございますが、公立神崎総合病院の北館改築に向

けた検討状況でございます。

これまでのプロジェクトでの取り組みや県協議も踏まえた中で、最終的に本年３月の

町広報でもお示しさせていただきましたとおり、町としては限りなくリスクを抑える中

で住民の皆様に喜んでいただける病院を目指すという中から、北館改築へのかじを切ら

せていただいたところでございます。そのためには運営も含めて現状をしっかりと認識

する中で、健康福祉のまちづくりに病院がどのようにかかわるかということでございま

す。具体的には、町繰出金の範囲で運営ができる病院建設と運営シミュレーション、北

館に持たせる機能の内容決定が大きなポイントとなってまいりますが、そのために現状

把握のための外部評価導入も検討しておりましたが、現委託先のコンサルタントにつき

ましては病院運営の現状と将来についても評価を行うとのことでございまして、現在そ

の分析結果、経営診断結果の報告を待っている状況にございます。

また、地域包括ケアシステムの構築についても、人口１万０００人の町が１町で運

営しているという現実と神崎郡域を中心に医療圏域を担っているという事実、そしてこ

の地域になくてはならない病院ということをしっかりと認識した上で、これからの病院

に求められる機能といったものをしっかりと展望する中で、北館改築における機能と病

院をしっかりと運営をしていくという視点でのシステムづくりが求められていると考え

ているところでございます。

なお、神河町におきましては、これまでも地域包括支援センター、社会福祉協議会、

病院などが中心となりケアマネジャーなどと連携をし、特養また老健、デイサービス、

訪問看護、訪問入浴、訪問介護などの医療、介護、予防、生活支援についても連携した

取り組みを進めておりますが、これらのサービス事業の連携をさらに充実、強化できる

仕組みづくりと、国の方針でありますさらなる在宅医療、在宅介護の充実に向けての一

体的サービスをどのように進めていくのか。また、健康長寿に向けた取り組みを進める
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ことが地域包括ケアシステムのさらなる充実につながると考えているところでございま

す。

以上、答弁とさせていただきます。

○議長（安部 重助君） 松山議員。

○議員（８番 松山 陽子君） 地域包括ケアシステムと病院の関係とについては、今、

町長の答弁からお伺いできたんですが、私が最初に言いたかったのは地域包括ケアシス

テムが３０年度をめどにということで準備をしておられる。ただ、病院建てかえについ

てはもと早い時期の今計画をし、建てかえはもう２９年度末にはしたいという準備段階

と今私は聞いておりますので、そうなるとその地域包括ケアシステムと病院の建てかえ

とは本当は同時進行、もしくは地域包括ケアシステムのほうが先にあるべきではないか

なというふうに考えるわけです。でも、今現在その進行状況がどうなのかわからないん

ですが、できるだけ早い取り組みを私はするべきではないかなということからこの質問

をまずはさせていただいております。そのことについてお願いします。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 地域包括ケアシステム、松山議員おっしゃるとおりでございま

す。したがって、これまで神河町としての地域包括ケアシステムについては当町に総合

病院があるということ、そしてまた兵庫県健康福祉事務所の基本的な考え方からも神河

町単独で地域包括ケアシステムを構築するのではなくて、神崎郡３町というのを一つの

枠と捉えながら、その中でこの構築をすべきだろうという兵庫県、中播磨県民センター、

健康福祉事務所からのそういった意見交換も含めて進めてきているところでございます。

そのような中で、医療の基地となる総合病院との位置づけというところをこれまで考

えてきたところですが、実際のところ神崎郡３町それぞれの町によってスピード感とい

うか、やっぱり若干のずれがあるようでございまして、私どもとしてはまず神河町がも

うリーダーとなって先行してでもこの地域包括ケアシステムは構築すべきだろうという

ふうなことで、先日も病院そしてまた健康福祉課、また副町長も含めて意見交換もして

きているところでございます。

したがって、３０年度というのはありますけども、神河町においてはもっと早くやっ

ぱりすべき。そのことが病院の北館の改築によい影響が出るようにしていければなとい

うふうに考えているところでございます。

また、病院の建設に当たりましては、この財政シミュレーションもまた新たにつくっ

ていかなければいけない。それをもって、兵庫県におけるヒアリングも受けていかなけ

ればいけないわけでございます。そういうこともまだまだやらなければいけない作業と

いうのは、もう本当にスタート時点だろうというふうに思うわけであります。いずれに

しましても、私、最初の答弁で申し上げましたが、一番重要なのは現状を知るというこ

とが一番重要でございます。何が問題なのかという、何が神河町にとっての課題なのか。

そして将来人口がどうなのか。将来の患者数の推移はどのようになっていくのか。国の
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動向はどうなのか、県の動向もどうなのかという、そういうところも十分認識した上で

ないと具体的な計画というのはなかなか難しいなという部分はあります。でも私自身、

北館については、耐震対策も含めてやらなければいけないという強い意思でもって進め

なければいけないという認識でございます。以上です。

○議長（安部 重助君） 副町長。

○副町長（細岡 重義君） 細岡でございます。今、町長が言われたとおりでございます

が、地域包括ケアシステムにつきましては神崎郡３町で進めようということで行ってお

りましたけども、今、町長が言われたとおり足並みがそろわない、進まないというよう

な状況で、先般、健康福祉課それから病院、私も含めまして協議して、神河町独自でも

う進めていこうということを決めました。

そういう中で、１０月の８日、神河町在宅医療⋞介護連携推進協議会という会を立ち

上げまして、そして委員としては各施設の施設長、それから仲西福崎保健所長を含めて

１７名の委員を構成しまして１０月８日に協議会を行うということで、それを進めてい

く中でまた市川、福崎がその中に入りたいということであれば入れていこうということ

で、町単独で進めようということで今動いているというところでございます。

○議長（安部 重助君） 松山議員。

○議員（８番 松山 陽子君） ３町で当初ということでお話があったんですが、この地

域包括ケアシステムのつくり方というんですか規模というんですか、私はまずは神河町

があって、それから地域包括ケアシステムができて、それから病院はもうその３町とか

近隣の市町にも関係しますので、あとはその広域でというふうな、私、２つの組織とい

うかそのシステムをつくっての動きがスタートするのかなというふうに思っていたんで

すが、まずは３町の足並みがそろわないということで神河町からスタートということと

なると、まずは神河町の足を固めていただくというか、それを早くしていただきたいな

というふうに思うんですが、私が最初の話をしました病院からの情報で今年度中に基本

構想⋞基本計画というふうな運びとするなら、ちょっと余りにもそのケアシステムとの

スピード感が違うということをちょっと心配してたんですが、病院としてはその計画ど

おりに進めたいと思っておられるのか、いや、もう少し時間をかけようと思っておられ

るのか、ちょっと教えていただきたいと思います。

○議長（安部 重助君） 病院事務長。

○病院事務長（細岡 弘之君） 病院の細岡でございます。病院の北館改築につきまして

は、今、町長から申し上げたとおりいろんな課題がございます。その中の一つが地域包

括ケアシステムでの病院の役割をしっかりと担っていこうと。将来に向けて担っていく。

それをしっかりとそういう機能もできるだけ病院に入れてということが一つの大きな検

討課題だというふうに思っております。

今、松山議員がおっしゃられたとおり、病院が当初進めようとする中では、どの段階

でその地域包括ケアシステムによる病院の役割が明確化してくるのかということは、非
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常に時間的には微妙なところがございます。実際には、当初の予定どおりいきますと来

年度に企業債の申請をするわけですが、その時点では既に計画ができておらなければな

らないということです。県のほうへの来年度の頭出しにつきましては、１０月、１１月

ごろのヒアリングがあって、来年度の起債の予定ということでヒアリングがあります。

本申請は来年の４月とか５月とかいうことになるわけですが、それまでの間に精いっぱ

いの町としての努力をしていくということでございます。

先ほども副町長から申し上げましたように、１０月８日に町内での関係者による協議

会をスタートしていきます。どれだけのペースでどれだけの内容が協議されるかという

ことについては現状ではなかなか不明確でありますが、できるだけ精力的に協議を行っ

て、できることであれば間に合わせていきたいということです。

しかしながら、中途半端な中で病院の計画をつくってしまうということも課題として

残ります。ただ、病院も町長が申し上げたように耐震という大きな課題も抱えておりま

す。その辺も総合的に判断をしながら、今後進めていきたいというふうに思っておりま

す。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 松山議員。

○議員（８番 松山 陽子君） 病院としては、できるだけ今の計画どおりに申請して進

めていきたいというふうに考えてあるということでしたね。

ただ、その地域包括ケアシステムの中で病院の役割、北館建てかえについてその中で

の機能、病院の全体の機能、役割もあるんですけれども、例えば北館改築に当たってそ

の中で担ってほしいサービスといいますか機能ですか、そういったものもある部分ある

んではないかなと思います。前の委員会の中で健康福祉課長もその中で障害者の方のサ

ロンですかね、そういったところであったり認知症の方の居場所づくり、それから在宅

医療とそれから在宅看護との連携がとれるように同じフロアでというふうな話、説明も

ありました。それは職員レベルの方の希望であったかもわかりませんが、それは住民の

方のことを思っての意見だったのかと思います。そういった機能を病院の中に入れると

すれば、やはりもうちょっと詰めるべきところは早く詰めて、病院建てかえが本当に住

民の方にとっていいものになるようにしていっていただく必要があろうかと思います。

この時期については、早速にはできないにしても１０月上旬、１０日ですかにまず１回

目の推進協議会が始まるということですが、それまでにこの地域包括ケアシステムにつ

いては保健⋞医療⋞福祉総合政策職員プロジェクトの中で何回かその地域包括ケアシス

テムについては勉強会なのか意見交換会なのか、そういったことも進められていたよう

に資料として残っております。ですから全くそれが１回目ではないにしても、できるだ

けスピードアップをした形で病院のほうと調整をしていっていただきたいというふうに

思います。これにつきまして、今現在その病院建てかえについての検討委員会が進めら

れていると思うんですけれども、これはスムーズに進んでいるんでしょうか。

○議長（安部 重助君） 山名町長。
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○町長（山名 宗悟君） 最初の答弁でも申し上げましたように、検討委員会、病院内で

のグループ会議等のそういった会は進んでおりまして、私は一番重要なのはやはりこの

経営診断というものをしっかりとやらなければいけないということを言っておりまして、

その点については現委託先のコンサルタントがそういった業務もできるということで、

今現在その最終的な取りまとめに入っているというところでございます。

私は、実はここが一番重要だというふうに考えるわけでございます。そしてこの新築

移転の議論をする中で最も重要なのは、やはり限られた予算の中、繰出金も含めて限ら

れた予算の中で運営ができる病院でなければいけない。ここが一番重要だというふうに

思っているところでございます。そのためには、将来を見越した細かいシミュレーショ

ンというものが重要になってくるというところでございます。

繰出金については１００％一般財源ということではなくって、その中に当然交付税も

含まれているところでございます。その中で、財政としてもこれからの繰出金の内容に

ついてもこれはもう一定の方向性は出しているわけでございまして、その中で病院が運

営をしていかなければいけない。そのために北館を改築する中で、現在管理部門とそし

て医局、そして手術室がある北館ではございますが、１階は今特に利用していないとい

う状況がありますので、１階のスペースをどういった活用をするのかということが単純

に考えればそういう見方になってくるわけであります。だからそれも含めて、これから

具体化をしていくということです。

まずはコンサルタントからの病院運営の現状について早く私は情報を知って、そこか

らこれからの病院運営についてどこを強化していかなければいけないか、そういうとこ

ろを見定めていきたいというふうに思っているところでございます。

○議長（安部 重助君） 松山議員。

○議員（８番 松山 陽子君） 経営診断、そういったのが一番重要であるというふうに

町長は言われました。

病院新築から北館建てかえというふうな形に移行された中で、やはりその中で最大限

の機能を持った病院にしていただきたい。それはだからといって幾らでも財源をそこに

投入できるものではないんですけれども、やはり住民の方がよかったなというふうな喜

んでいただける施設をつくっていただきたいというのが私たちの思っているところです。

その時期については、やはり経営診断が出ることとそれから病院のほうから計画等、

そういったことをすり合わせての時期がどういうことになるかもわかりませんが、それ

ぞれの立場で全力で頑張っていっていただきたいと思います。

その中で、一つお聞きしたいのが２番目の質問なんですけれども、神河町の地域包括

ケアシステムの中で療養病床はどのように考え、公立病院の役割、機能の一つとして取

り組むべきと考えられるのかどうなのか、町長のお考えをお聞かせいただきたいと思い

ます。

○議長（安部 重助君） 山名町長。
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○町長（山名 宗悟君） 次に２つ目の質問、神河町の地域包括ケアシステムの中での療

養病床はどのように考えていくかという点でございます。そして公立神崎総合病院の役

割、機能の一つとして取り組むべき中身はということですが、国の在宅医療⋞介護政策

から申し上げますと、療養病床は減少の方針でもありますが、今後地域医療構想により

中播磨地域での必要病床数が示されると思いますので、その内容と地域のニーズも把握

しながら慎重に判断をしなければならないというふうに考えております。

また、このそれぞれの病院におけるベッド数また病床の種類の決定につきましては、

これはそれぞれの病院で決定できるものではございません。中播磨の医療圏域における

医療部会の中で提案をし、そして医療部会で審議され、そしてそこで最終決定がなされ

て初めてこの計画変更ができるということになっているところでございます。

繰り返しになりますけども、運営も含めて現状をしっかりと認識する中で、健康福祉

のまちづくりに病院がどのようにかかわっていくかというところをしっかり見据えてい

きながら、取り組みを進めているところであります。

以上、答弁とさせていただきます。

○議長（安部 重助君） 松山議員。

○議員（８番 松山 陽子君） 病床数は勝手に決められないということも、いろんなと

ころでもお聞きしております。ただ、神河町の住民の方、今から高齢化がどんどん進ん

でいく中で療養病床というのが必要なのかどうなのかということを、まずそれも考えな

いといけないんではないかなと。その考えを持って、今、町長が言われました中播磨圏

域の医療部会にもし必要と、神河町にとってはぜひとも必要であるとするなら、その部

会でもって意見をはっきりと出していただきたいと思います。

その中で、今現在神河町で長期入院といいますか医療系の病院とかに入っておられる

方が何人おられるかというのはどうでしょうか、把握しておられますでしょうか。

○議長（安部 重助君） 健康福祉課長。

○健康福祉課長兼地域局長（大中 昌幸君） 健康福祉課、大中でございます。療養型病

床につきましては、医療保険を使う療養型病床と介護保険を使う療養型病床がございま

して、介護保険の療養型病床につきましては平成１２年の介護保険創設以降ずっと廃止

を目標にということで、厚生労働省が何度も何度も再認可みたいな形でまだ存在してお

ります。それで介護保険の分につきましては、現在平成２７年７月現在１５名でござい

まして、内訳としましては福崎の平野病院が１３名、それと加西の米田病院が１名、そ

れと神戸市西区の広野高原病院に１名ということで計１５名でございまして、その分は

介護保険のほうのデータでわかります。

ところが、医療保険の分につきましては、国保だけでしたら国保の担当のほうでわか

るかもしれませんけれども、それはまた社会保険とか組合けんぽとかがございまして、

それで実際そういう医療型の施設に入院されている方につきましてはかなり把握には時

間がかかる。また、実態がわからないかもしれません。申しわけございませんが、答弁
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とさせていただきます。

○議長（安部 重助君） 病院医事課長。

○病院事務次長兼医事課長（浅田 譲二君） 病院、浅田でございます。当院につきまし

ては、医療の関係でございます。一昨年から病院の病床のあり方ということで診療報酬

の改定などでいろいろ議論をされまして、私どもも昨年の１１月から現在の３病棟ござ

います南側の３階を地域包括ケア病棟ということで、最大６０日まで入院できるという

病棟を変更いたしております。それでもなおかつ在宅に帰れない方、そういう方は一、

二名というふうに私は承知をいたしております。どうしても社会的に難しいという方に

ついては、そういう行き先が見つかるところまである程度の期間見ておるという方も中

には一、二名いらっしゃるというふうに認識をいたしております。

この地域包括ケア病棟につきましては、けがでございますかと骨折でございますとか

そういう疾病で急性期で入られた方が、一定の期間経過をいたしますと病院もＤＰＣと

いう包括的な算定でございますので、そのあたりの点数を計算しながら地域包括ケアの

ほうにお移りをいただいて、そちらのほうで６０日。６０日必ず皆さんがマックスいら

っしゃるということではございませんし、また一旦退院をいただいて入院できるという

ふうなことにもなっておりますし、今後その地域包括ケア病棟もこれまでは直接入院と

いうのはかなり難しい部分がございましたけれども、今後は直接入院というふうなこと

も転換が予想されておりますし、この地域包括ケア病棟については、来年の診療報酬の

改定などにおきましてもかなりまた重要視されるんではないかなというふうに見込んで

おるところでございます。

そういう社会的な動向を見ながら、当院としてそういう病床のあり方、そういったも

のについても当院は先ほど町長が申し上げましたような経営のそういう損益の分岐点で

ございますとか、そういうとこも十分に加味しながら検討していきたいというふうに考

えておるところでございます。以上です。

○議長（安部 重助君） 松山議員。

○議員（８番 松山 陽子君） 大中課長のほうは、介護保険の療養型の方については一

応１５人というふうなことは把握ができてるということで、実は私はこの質問を最初さ

せていただくときのことがありましてちょっと役場の関係窓口のほうにお尋ねして、幾

らかの数字は把握ができました。国民健康保険の対象者、７３歳までの方については今

現在１３人の方が長期入院という形でされてると。それから、これは後期高齢の方の対

象者につきましては正確な数字がちょっと窓口ではわからないということで、町ぐるみ

健診のアンケートに書いてその長期入院のために町ぐるみ健診は受けられないと。そう

いった人の人数を７５歳以上の方を調べますと１０人。ただ、その数字が正確かどうか

はわかりません。それと、それからそのほかにも社会保険なりほかの健康保険の利用で

入院しておられる方もあろうかと思います。ですから、私が把握できてるのは一応３８

人は町内の方で長期入院をしておられる。長期入院というのは、浅田課長が言われまし
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たようにケア病棟を出たり入ったりという方で繰り返しておられる方もあるかもわかり

ませんが、やはり期限なく入院しておられるという方がその中で多数おられるというふ

うに思います。ですから３８人、町内だけでもそれ以上の方がいらっしゃるという状況

ですので、国としてはその療養病床はなくす方向に進んでいるということではあります

けれど、やはり家族の中で介護ができない状況が今だんだんふえてきております。今現

在、家族がいてある時期までは頑張っても、それ以上はもうやはり限界だということで

入院を迫られて、一生懸命探されて入院ということのおうちもあろうかと思います。で

すからだんだん高齢化が進む今となれば、療養病床はなくせないものだというふうには

思います。

訪問看護なり訪問医療なり、おうちで最期までみとっていただける状況が一番ベスト

だとは思うんですけれども、そういう体制が整えられないおうちも今からふえてくるん

ではないかなというふうに思いますので、やはりこの療養病床については真剣に考え検

討していただきたいと思います。

病院の運営上につきましては、やはりその療養病床となりますと介護報酬がぐっと下

がる。それから、お医者さんにつきましてはやはり急性期の患者さんを診たい。そうい

ったこともありますし、それからその療養病床となりますと看護師、お医者さんのスタ

ッフの人数も確保しないといけないということで、病院にとってはなかなか手を挙げに

くいものだとは思います。ですけれども本当に町民にとって、神河町の方にとって何が

いいのかということを考えていただいて、もし絶対やっぱり療養病床が必要であるとい

うふうに判断された場合、町長はその中播磨圏域の医療部会のほうに病院長と一緒に出

席しておられるということですので、やはりそこらの思いというものを出していただき

たいと思います。まずは神河町の町民にとって、今からの介護、在宅医療、それらのこ

とも含めて考える中で必要なのかどうなのか。必要であればというふうなことを真剣に

考えていっていただきたいと思うんですけども、町長、それについて。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 私は、常に本当に真剣に考えております。これまでも療養型病

床についていろいろな御質問もいただいたところでありまして、実態として療養型病床

は必要だという認識には至っているわけでございます。あと、その認識をした上で病院

現場との協議を進めていきながら、方向性を出していかなければいけないということだ

と思います。

一般的に、療養病床についてはなかなか不採算部門というふうに言われるわけでござ

いまして、実際なかなか収益が上がるというものではないというふうにも言われている

ところであります。そう考えますと、非常にほかの診療科の部分で診療科でのいわば運

営状況ですね、そういったところのバランスというか関連も含めてトータルとしてどう

なんだという物の見方も当然していかなければいけませんので、公立病院の存在意義と

いうのは何かといえば、全てにおいて利益を上げていくというものではなくて、当然収
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益が上がらないやっぱり診療科というものもあろうかと思います。しかし、地域の皆さ

んが安心して生活していただくために、この診療科は絶対に必要なんだというところで

その診療科を運営していく。そこに公費を投入していくということはまちづくりを進め

る上においては必要だということですから、そこに公立病院の存在意義があるというふ

うに思っております。基本その精神に基づいて今後も進めていかなければいけないとい

うところでございます。

ただ、国においては、なかなかこれからの超高齢社会に向けての社会保障政策を考え

たときに、非常に財源についても厳しい。そこから全国で病院のベッド数を減らしてい

くんだということでございます。１５％から２０％、平均だというふうに言っておりま

すので、もうそれから考えればどんどん在宅というふうにシフトされていくんだろうと

いうふうに思いますし、医療型の療養病床あるいは介護型の療養病床というのもあるに

しても、逆にサービスつき高齢者住宅というふうな中での政策展開といいますか、そう

いう部分も今後のこの高齢者政策についてのいろんな方策を町としても考えていかなけ

ればいけないんだろうというふうにも考えるところでございます。

○議長（安部 重助君） 松山議員。

○議員（８番 松山 陽子君） 十分に必要性はわかっているというふうに、町長の答弁

で一生懸命考えていっていただいているんだというふうにはわかりました。

ただ、サービスつき高齢者住宅とか、それからおうちの方がいらっしゃる家庭におい

ても、やはり医療系の治療が必要ということになると２４時間ということもあったりし

ます。ですから在宅で一生懸命頑張っておられても、やはり家族の方の休息いうんか休

んでいただく期間も必要だとは思いますし、そういったところも含めて、全部トータル

的に神河町にとってサービスはどういうふうに連携がとれて流れていくかという安心感

を持っていただけるようなケアシステムですかね、それを早く構築していただく。病院

があるということが一番大きなメリットでもありますので、それと入所施設もあります。

いろんなサービスもあります。それから、いろんな事業所も今はそれぞれ自主的に勉強

会も開き、いろんな質の向上というんですかね、そういったことに努めて頑張っておら

れます。

テレビとかでいろんな施設がいろんな入所者、利用者さんに危害を与えたりとか大き

な声出したりとか、ましてやちょっといろんな事件につながっているような行為をして

おられる職員の方がクローズアップされてしまいがちなんですが、神河町の中において

は、それぞれの事業所の職員の方が自分たちの神河町はどこの施設に入ってもらっても

同じレベルのサービスが受けられるようにということでの連携をとった勉強会もしてお

られますので、その思いをうまくつないでいくというか、そういったこともしていただ

きたいと思いますし、それからそれを運営している事業主の方との思いも一つにしてい

ただくというのも大事なことかと思いますので、そういったことも含めて、また介護保

険が２９年の４月からですか、要支援の方のサービス体系が変わっていくという中で、
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その方の居場所ということも大きく不安を持っておられるものだと思います。

健康福祉課のほうについては、動きとしては老人クラブのリーダーの方にそういった

お話をされて、地元でミニデイなりいろんな形での見守り体制なり居場所をつくってあ

げてほしいというふうなお話をしておられるとは思うんですが、今現在頑張っておられ

る上にどこまでできるかという思いもあるかと思いますので、やはりこの機会にその老

人クラブの方だけではなく、やはり隣近所のおつき合いの仕方というものを昔ながらの

地域力というんですかね、御近所での助け合いというのがやはり一番大事なときにもな

ってるんではないかなというふうに思います。病院そして施設、そして在宅いうんです

か、地域の方、そうしたことにつきまして連携をとっていただくというのが一番ベスト

なんですけれども、その中で一つちょっと健康福祉課長にお伺いしたいんですけれども、

この地域包括ケアシステムというのは、国が説明しておられる資料を見ると全て高齢者

対応の言葉しか出てこないんですけれども、これにつきましてはやはりその地域包括ケ

アシステムというのの対象者は高齢者の方だけなんでしょうか。

○議長（安部 重助君） 健康福祉課長。

○健康福祉課長兼地域局長（大中 昌幸君） まず、御質問にお答えします。

基本的には団塊の世代が２０２５年に高齢化のピーク、要介護のサービスが一番要る

年になるから、そのためにいろいろとこういう地域包括ケアシステムをつくって、在宅

医療と介護が連携して一体的にサービスを利用できるということで、このことが提唱さ

れました。

ただ、当町におきましては地域見守りシステムですか、いろんな事業所がそういった

要援護者の方が日常問題なく生活しているかということについては、老人、障害を持つ

方関係なくしております。それできっちりと障害を持つ方の明記はしてないんですけれ

ども、広げた形で考えていくべきだと思います。

それと、ちょっと関連、先ほどの平成２９年４月からの介護予防⋞生活支援総合事業

のことですけれども、老人クラブ、８月末に４回研修会を行ったわけなんですけども、

今９月に入って町内デイサービス９カ所あるんです。９カ所を全部管理職と地域包括支

援センターの職員と、あと介護保険の担当者で班を組みまして９施設全部訪問しまして、

今後平成２９年４月からの要支援の方のデイサービスについて、どれぐらいの量ができ

るかというような今ヒアリングをしている最中で、今で５カ所ほど回って、あとこの９

月いっぱいまでであと残り４カ所ほど回る予定を立てております。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 松山議員。

○議員（８番 松山 陽子君） 神河町としては、地域包括ケアシステムというのを大き

く広げた形で、障害者の方も含めてその連携なり見守りをしていくというふうな考えで

あるというふうにお聞きいたしました。

それと、デイサービスの事業所を回っておられるということなんですが、受け入れ体

制があれば要支援の方の通所、デイサービスを利用していただけるような方向で考えて
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おられるのでしょうか。

○議長（安部 重助君） 健康福祉課長。

○健康福祉課長兼地域局長（大中 昌幸君） 健康福祉課、大中でございます。それは施

設によってやっぱりまちまちになりますね。小さなデイサービスでしたら、もうほとん

ど要介護の人が９０何％で、要支援の方がもう１桁ぐらいしか利用されてないというよ

うなことで、要支援は受け入れられないというデイサービスもあれば、いや、今要支援

の方が大体２５名の定員のところですけども１０名ぐらい利用されて、その方たちがサ

ービスが受けれなくなるようでしたら同じように町の指定を受けて、要支援の方のデイ

サービスを受けることができるようにしたいというデイサービスもございます。その施

設の要介護、要支援の方の比率によって、考え方が少しずつ変わってくることがあると

思います。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 松山議員。

○議員（８番 松山 陽子君） 地域包括ケアシステムと介護保険の改正の平成２９年の

４月からですかね、そういった形のものが私は同時にできていればいいのかなというふ

うに思うんですが、それはちょっと私の考え方が間違っているのかどうかわかりません

が、できるだけ入院して退院してこられた後の方の流れというんですかね、とか介護が

必要になった方のサービスの受け方とかそういった全部を含めると、やはり地域包括ケ

アシステムができていれば医療支援の方も安心して生活ができるということになろうか

と思いますので、できれば同時進行で進めていっていただいたらいいのかなというふう

に思います。

それともう一つ、病院の北館機能のことにちょっと戻らせていただくんですけれども、

今、ゆめ花館が新しい横に建てた建物の中にいらっしゃるんですが、その建物を建てる

ときに、そのときにたしか場所は今狭いけれども、病院の北館建てかえのときに、また

ゆめ花とかその利用しておられる方とか障害者の方の居場所というものをまた検討する

というようなお話がたしかあったように思うんですけれども、それについてどなたかそ

のお話をされたなということを覚えておられる方、いらっしゃいませんでしょうか。

○議長（安部 重助君） 病院総務課長。

○病院総務課長兼施設課長（藤原 秀明君） 病院の藤原でございます。現在の北館の検

討の中では、ゆめ花館を含めるかという、面積的な課題もございますので、議題として

は上がっております。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 病院事務長。

○病院事務長（細岡 弘之君） 病院の細岡でございます。ゆめ花館がもともと神崎小学

校のところの校庭の隅にありまして老朽化も激しいということと、神崎小学校への整備

ということでどっかに移転するということでございました。当時、私も病院にいました

ので、移転先についていろいろと相談を担当課から受けた経緯がございます。病院とし

てはスペースがないので、当初は無理だという話をずっとしてきたわけですが、将来に

－２９４－



向けてゆめ花館については病院の介護療育、ケアステーションかんざきとのやっぱりか

かわりがあるので、そこの近くに設置することが将来に向けて非常に効果的なんだとい

うことを健康福祉課から言われまして、そういう理由があるんであれば病院としてはで

きるだけ協力をしたい。ただ、その現状において場所がないということで、でもいろい

ろと検討して今の場所にとりあえず設置をしていただいたという経緯です。その中では、

将来に向けて病院が移転新築なりまた改築をする段階で、どこかスペースがケアステー

ションかんざきと隣接してできないかということを検討するという形での経緯はござい

ます。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 病院総務課長また事務長から発言があったところでございます

が、この言葉がひとり歩きをするとまた大変後々困るわけでございます。そういった話

はあったと。だから検討するから実現するという、そういうことではないというところ

を理解をしていただきたいというふうに思うところでございます。

○議長（安部 重助君） 松山議員。

○議員（８番 松山 陽子君） 町長がくぎを刺されたような感じではあるんですけれど

も、やはりそのときというんですか、やっぱりそのケアステーションかんざきの存在が

障害を持っておられる親御さんにとっては大きな存在であります。ですから、そのケア

ステーションかんざきが広域ではあるんですけれども障害者の方の小さいときからのか

かわり、そして大人になってからもそのかかわりをずっと持っていただけるということ

に対してはすごく安心である。それこそ安心を与えられる存在でありますので、そこで

施設ができるかどうかというのが確約できないとしても、やはりその思いを頭の中に入

れておいていただいて、北館建てかえの計画もいろいろと議論していっていただきたい

というふうに思います。

それと、病院の建てかえというものは本当に大きなことではあるんですけれども、財

政面とそれから病院の先生方の思いと、それから住民の方の思いが一つになるようにい

ろいろとたくさんの議論を進めていって、そしていいものをつくっていただきたいと思

います。

それと、地域包括ケアシステムについては広域でもされるということで、この健康⋞

医療⋞福祉総合政策職員プロジェクトの中で書いておられるのが、県下のモデルケース

を目指すというふうに書いておられます。ですから単につくったということではなくっ

て、やはりつくるからにはいいものをと。ほかのところからでもどういうことか教えて

ほしいと言われるようなシステムづくり、そして病院づくりを目指していただきたいと

思います。それについて、町長、一言だけでもお願いします。

○議長（安部 重助君） 山名町長。

○町長（山名 宗悟君） 私、決してくぎを刺したということではございません。やっぱ

り情報のひとり歩きというのは本当に全く違う方向に進むこともございますので、そう
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いうところで、こういう場でございますので慎重に発言はしなければいけないことと解

釈をしなければいけないというところであります。

いずれにしましても、松山議員言われるとおりのことやと思っております。そして大

きな流れとして在宅医療、在宅介護という方向にシフトしている。これはもう事実でご

ざいます。となれば、やっぱりマンパワーをどう確保するかというところが重要になる

わけであります。これだけ社会的に共働きという状況の中で、在宅でもってサービスを

受けるいうてどうやるんだと。当然そこには働く人が必要になってくるわけでございま

して、社会保障と関連して福祉事業に従事する、医療に従事するマンパワーはもう慢性

的に不足しているということですし、福祉⋞介護職についてはさらに厳しい状況がある

ということでございます。それはなぜか。それは給与面にしても、また働く条件にして

も本当に厳しい状況があるということでございます。そこを克服してこそ、課題解決し

てこそ人の確保ができるんだということであります。当然、神河町として独自で取り組

まなければならない政策もございますが、ここはひとつ国としてやはり人材確保に向け

たこの政策展開というのは、町としても要望を続けていかなければいけないなというふ

うに思っております。

高齢者がふえる。その一方でその高齢者の方々を介護していくというマンパワー、そ

こに現役世代がしっかりと従事して将来展望が持てるような経済環境をつくってこそ本

当に全ての方々が安心して暮らせる環境になるんだということでありますので、そこも

基本に置きながら進めてまいりたいと考えております。

○議長（安部 重助君） 松山議員。

○議員（８番 松山 陽子君） 町長が言っていただきましたマンパワー、それは本当に

切実な問題で、ずっと今までいろいろと策はないかということでお願いしてきました。

地域創生戦略会議の中で講師の先生が言われたんではないかなと思うんですが、スピ

ード感を持って、そしてほかのところでやってないことを一番にすることが戦い抜くと

いうんですか、そういった中での生き残れる町であるというふうに言っておられたかと

思います。ですからほかの町でやってないことを何か考えて、人材確保ということにつ

いても考えていっていただきたいなというふうに思います。

私の質問はこれで終わらさせていただきます。

○議長（安部 重助君） 以上で松山陽子議員の一般質問は終わりました。

これで５名の一般質問を全て終了いたしました。これで一般質問を終わります。

⋞ ⋞

○議長（安部 重助君） ここでお諮りいたします。あすから９月２９日まで休会いたし

たいと思いますが、これに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○議長（安部 重助君） 御異議ないものと認めます。よって、あすから９月２９日まで

休会と決定しました。
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次の本会議は９月３０日午前９時再開といたします。

本日はこれで散会といたします。どうも御苦労さんでした。

午後３時４２分散会
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